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緒
言

　
『
虞
初
新
志
』
卷
十
六
に
載
す
錢
謙
益
の
書
鄭
仰
田
事
（『
初
學
集
』
卷
二
十
五
に
も
收
む
）
は
、
老
僧
よ
り
「
拆
字
歌
訣
」
を
初
め

と
し
て
、「
青
囊（

一
）、

袖
中（

二
）、

壬
遁（

三
）、

射
覆（

四
）諸

家
之
術
」
を
授
か
り
、
特
に
「
觀
梅
拆
字
」
に
よ
っ
て
名
の
知
ら
れ
た
明
末（

五
）の

占
者
鄭
仰

田（
六
）の

事
跡
を
記
し
て
い
る
。「
析
字
」
は
、
別
に
折
字
・
離
合
、
或
い
は
廋
語
・
隱
語
・
謎
語
と
も
呼
ば
れ
、
文
字
（
漢
字
）
の
形
音

義
に
よ
っ
て
別
字
を
導
き
出
す
手
法
で
あ
り
、
文
學
の
離
合
詩
や
遊
戲
の
「
燈
謎
」
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
有
り
、
ま
た
災
異
説
・

讖
緯
説
や
夢
占
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
有
り
、
夢
占
に
限
ら
ず
文
字
に
よ
っ
て
占
う
占
術
を
相
字（

七
）・

測
字
と
も
呼
ぶ（

八
）。

　

本
稿
は
、
そ
の
「
析
字
」
も
し
く
は
「
觀
梅
拆
字
」
と
稱
さ
れ
る
占
術
の
內
容
と
淵
源
、
ま
た
書
鄭
仰
田
事
に
記
さ
れ
た
鄭
仰
田
の

占
例
が
、
字
形
の
解
釋
に
よ
っ
て
爲
さ
れ
る
も
の
に
偏
る
こ
と
の
特
異
性
に
つ
い
て
、
他
の
相
字
資
料
を
參
照
す
る
こ
と
で
確
認
し
て

い
く
も
の
で
あ
る
。

『
虞
初
新
志
』
書
鄭
仰
田
事
よ
り
見
る
明
末
清
初
の
析
字田　

中　

良　

明
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一
、
析
字
と
相
字

　

緒
言
に
述
べ
た
よ
う
に
、
析
字
は
占
い
以
外
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
有
り
、
近
人
陳
望
道
氏
は
、
諸
文
獻
に
於
け
る
析
字
を
修
辭

學
上
の
用
法
と
し
て
、

字
に
は
形
・
音
・
義
の
三
つ
の
側
面
が
有
る
。
用
い
る
字
の
形
・
音
・
義
の
三
つ
の
側
面
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
別
の
字
が
そ
の

字
と
一
つ
の
側
面
で
一
致
し
た
り
関
連
し
た
り
す
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
こ
か
ら
そ
の
字
を
借
り
て
も
と
の
字
に
代
用
し
た
り
意

味
を
推
し
広
め
て
い
く
こ
と
を
、
析
字
辞
と
名
づ
け
る
。

と
整
理
し
て
い
る（

九
）。

陳
氏
は
更
に
そ
の
具
体
的
な
方
法
を
、
化
形
（
離
合
・
增
損
・
借
形
）、
諧
音
（
借
音
・
切
脚
・
雙
反
）、
衍
義
（
代

換
・
牽
附
・
演
化
）
の
九
種
に
定
め
る
。
今
こ
れ
ら
の
詳
細
は
略
す
が
、
概
ね
下
記
の
よ
う
な
分
類
と
な
る
。

（
一
）
化
形
…
字
形
を
変
化
さ
せ
る
析
字
。

　
（
甲
）
離
合
…
一
つ
の
字
形
を
折
開
し
て
用
い
る
。「
劉
」
を
「
卯
金
刀
」
と
す
る
類
。

　
（
乙
）
增
損
…
一
つ
の
字
形
に
他
の
字
形
を
增
損
し
て
用
い
る
。「
王
」
に
対
し
「
有
言
則

、
近
犬
便
狂
。」
と
い
う
類
。

　
（
丙
）�

借
形
…
既
存
の
字
句
の
字
形
を
変
え
ず
に
別
の
意
味
に
用
い
る
。「
夫か

ノ

人ひ
と

」と
読
む
べ
き
字
句
を「
夫ふ

人じ
ん

」の
意
味
で
用
い
る
類
。

（
二
）
諧
音
…
音
通
の
字
や
反
切
を
用
い
る
析
字
。

　
（
甲
）
借
音
…
音
通
の
字
を
用
い
る
。「
魚
」
と
音
通
の
「
餘
」
を
用
い
て
「
富
貴
有
餘
」
と
い
う
類
。

　
（
乙
）
切
脚
…
一
つ
の
字
を
反
切
二
字
に
し
て
用
い
る
。「
茨
」
を
「
蒺
藜
」
と
す
る
類
。

　
（
丙
）
雙
反
…
二
つ
の
文
字
か
ら
二
つ
の
反
切
帰
字
を
導
き
出
し
て
用
い
る
。「
叔
寶
」
か
ら
「
少
福
」
の
二
字
を
導
き
出
す
類
。
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（
三
）
衍
義
…
字
義
か
ら
展
開
す
る
析
字
。

　
（
甲
）
代
換
…
同
義
の
字
句
を
用
い
る
。「
胤
子
朱
啓
明
」
を
「
嗣
子
丹
朱
開
明
」
と
す
る
類
。

　
（
乙
）
牽
附
…
既
存
の
字
句
か
ら
類
推
さ
れ
る
字
句
を
用
い
る
。「
左
傳
」
に
対
し
「
右
傳
」
と
い
う
類
。

　
（
丙
）
演
化
…
一
種
の
隠
語
。『
左
氏
傳
』
に
見
え
る
「
庚
癸
」
と
い
っ
て
「
穀
水
」
を
指
す
類
。

　

こ
れ
ら
陳
氏
の
整
理
す
る
修
辭
法
と
し
て
の
析
字
が
、
字
形
・
字
音
・
字
義
と
い
う
漢
字
の
有
す
る
特
性
そ
れ
ぞ
れ
を
用
い
た
方
法

で
あ
る
點
に
注
意
し
た
い
。
例
え
ば
、
借
音
は
漢
の
高
祖
が
柏
人
縣
を
通
っ
た
際
、
縣
名
を
聞
い
て
「
迫
於
人
（
迫
人
）」
と
解
釋
し

て
す
ぐ
さ
ま
そ
の
地
を
去
り
、
趙
相
貫
高
の
凶
手
を
避
け
た
故
事
が
有
り
（『
史
記
』
卷
八
十
九
、
張
耳
陳
餘
列
傳
）、
雙
反
は
二
字
句

を
上
下
に
反
切
し
て
二
字
の
音
韻
を
導
き
出
し
一
句
（
反
語
）
を
作
り
出
す
手
法
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
共
に
占
い
や
災
異
解
釋
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
多
く（

十
）、

後
者
は
日
本
で
も
年
號
に
對
し
て
用
い
ら
れ
た
例
が
有
る
が

（
十
一
）、

宋
以
後
の
相
字
の
事
例
に
は
、
字
形
を
用
い
る

も
の
が
多
く
、
字
音
・
字
義
を
用
い
る
も
の
を
見
る
こ
と
は
稀
な
た
め
で
あ
る

（
十
二
）。

　

書
鄭
仰
田
事
に
は
、
鄭
仰
田
の
占
例
三
件
を
載
せ
た
後
に
、「
其
の
射
決
奇
中
、
悉
く
は
數
ふ
る
可
か
ら
ず
。
宋
の
謝
石
も
道い

ふ
に

足
ら
ざ
る
な
り

（
十
三
）。」

と
記
す
。
宋
の
謝
石
と
は
、
北
宋
の
宣
和
年
間
よ
り
南
宋
の
紹
興
年
間
の
人
で
あ
り
、
諸
文
獻
に
そ
の
事
跡
が
見

え
る
（
後
述
）。
清
の
紀
曉
嵐
は
『
閱
微
草
堂
筆
記
』
卷
七
に
、

亥
に
二
首
六
身
有
る
は
、
是
れ
拆
字
の
權
輿
な
り
。
漢
代
の
圖
讖
、
多
く
點
畫
を
離
合
す
。
宋
の
謝
石
の
輩
に
至
り
、
始
め
て
是

れ
が
術
を
以
て
專
門
た
り

（
十
四
）。

と
説
き
、
次
い
で
自
ら
が
經
驗
し
た
測
字
の
事
跡
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
經
書
に
見
え
る
析
字
が（

十
五
）、

漢
代
の
讖
緯
説
に
用
い
ら
れ

た
離
合
を
經
て
、
宋
の
相
字
（
測
字
）
に
至
る
と
い
う
歷
史
的
展
開
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
析
字
と
い
う
手
法
は
、
先
掲
の
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陳
氏
の
説
に
見
え
る
よ
う
に
、
古
く
經
書
の
中
に
も
見
え
、
漢
代
に
は
讖
緯
説
や
災
異
説
、
或
い
は
夢
占
な
ど
の
占
術
に
援
用
さ
れ
、

宋
の
相
字
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
宋
代
以
前
の
用
例
は
、
吉
凶
禍
福
に
觸
れ
る
こ
と
が
有
っ
て
も
、
そ
れ
は
既
存
の
語
句

（
人
名
や
年
號
・
題
字
等
）
に
對
し
て
析
字
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
占
問
者
が
書
し
た
一
字
を
用
い
て
占
う
こ
と
は
、
北
宋
末
の
謝

石
よ
り
前
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

緒
言
に
述
べ
た
廋
語
・
隱
語
・
謎
語
に
つ
い
て
は
、
嘗
て
舊
稿
に
も
述
べ
た
所
で
は
あ
る
が
、
劉
勰
の
『
文
心
雕
龍
』（
諧
讔
第

十
五
）
が
、
謎
語
の
重
點
は
知
惠
比
べ
に
在
り
、
廋
語
や
隱
語
が
趣
向
や
暗
示
に
重
き
を
置
く
の
と
は
異
な
る
と
説
く
の
に
對
し
、
清

の
趙
翼
の
『
陔
餘
叢
考
』（
卷
二
十
二
、
謎
）
は
、
こ
の
『
文
心
雕
龍
』
の
文
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、「
謎
は
即
ち
古
人
の
隱
語
な
り

（
謎
即
古
人
之
隱
語
）」
と
兩
者
の
混
同
を
爲
し
て
お
り
、
そ
の
初
期
の
例
と
し
て
『
春
秋
左
氏
傳
』
や
漢
代
の
讖
緯
・
災
異
の
説
を
引

い
て
い
る

（
十
六
）。

ま
た
、
明
末
清
初
の
人
で
あ
る
周
亮
工
は
、
自
身
が
謝
石
の
法
を
用
い
て
測
字
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
（『
字

觸
』
山
方
文
序
）、
そ
の
撰
著
で
あ
る
『
字
觸
』
は
、
廋
語
・
隱
語
・
謎
語
は
固
よ
り
、
離
合
詩
や
讖
緯
・
災
異
の
説
、
謝
石
や
鄭
仰

田
等
の
相
字
の
占
例
ま
で
、
古
今
の
事
例
を
列
擧
し
て
い
る
。

　

紀
曉
嵐
・
趙
翼
・
周
亮
工
は
、
い
ず
れ
も
博
覽
の
士
で
あ
る
。
恐
ら
く
彼
ら
は
、
そ
の
博
覽
に
據
っ
て
古
今
の
詩
文
に
見
え
る
析
字

の
手
法
の
共
通
性
に
着
目
し
、
そ
の
歷
史
的
展
開
を
見
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
ら
が
經
驗
し
た
測
字
の
事
跡
を
竝
記
す
る

紀
曉
嵐
は
兎
も
角
、
趙
翼
な
ど
は
『
陔
餘
叢
考
』
卷
三
十
二
に
別
に
「
測
字
」
の
一
條
を
設
け
て
お
り
、「
此
の
術
何
れ
の
時
に
起
こ

る
か
を
知
ら
ず
（
此
術
不
知
起
於
何
時
）」
と
し
な
が
ら
も
、
擧
げ
る
古
例
は
『
後
漢
書
』
に
見
え
る
公
孫
術
や
蔡
茂
の
夢
占
の
例
で

あ
り
、
他
は
殆
ど
本
稿
に
後
述
す
る
宋
の
謝
石
や
周
生
等
の
相
字
の
例
で
あ
り
、
隱
語
・
謎
語
と
測
字
と
が
同
樣
の
方
法
（
析
字
）
を

用
い
な
が
ら
も
、
特
に
後
者
が
思
想
を
異
に
す
る
占
術
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
前
後
し
て
編
纂
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さ
れ
た
『
古
今
圖
書
集
成
』
は
、
理
學
彙
編
文
學
典
隱
語
部
に
離
合
詩
・
廋
語
・
隱
語
・
謎
語
の
類
を
採
錄
し
て
い
る
が
、
相
字
・
測

字
の
類
に
つ
い
て
は
、
別
に
博
物
彙
編
藝
術
典
拆
字
部
を
設
け
、
兩
者
を
明
白
に
區
別
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
明
末
清
初
に
於
い
て
、
文
人
達
は
廋
語
・
隱
語
・
謎
語
や
、
離
合
詩
や
讖
緯
・
災
異
の
説
、
そ
し
て
相
字
に
、
後
に
陳
氏
が

整
理
す
る
共
通
し
た
文
字
解
釋
の
手
法
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
紀
曉
嵐
や
周
亮
工
が
そ
れ
ら
を
手
法
の

共
通
性
か
ら
一
つ
に
包
括
し
て
扱
っ
た
の
に
對
し
、
趙
翼
や
『
古
今
圖
書
集
成
』
は
、
相
字
の
み
を
そ
の
枠
組
み
か
ら
外
し
て
單
獨
に

扱
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
前
者
が
文
字
解
釋
の
手
法
・
原
理
と
い
っ
た
內
的
な
特
性
に
着
目
し
、
後
者
が
人
や
社
會
へ
の
作

用
と
い
う
外
的
な
特
性
に
着
目
し
た
た
め
に
起
き
た
差
異
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

　

ま
た
、
文
字
解
釋
の
手
法
の
共
通
性
に
よ
っ
て
相
字
を
謎
語
・
離
合
詩
や
讖
緯
・
災
異
の
説
と
総
括
す
る
觀
点
は
、
文
字
に
依
據
し

た
文
化
を
見
て
い
く
上
で
確
か
に
有
益
な
方
法
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
字
の
占
い
と
し
て
の
特
性
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
。
趙
翼
が
吐
露
し
た
「
此
の
術
何
れ
の
時
に
起
こ
る
か
を
知
ら
ず
」
と
の
認
識
は
、
既
に
南
宋
の
何

の
『
春
渚
紀
聞
』
が
謝
石
の

占
例
を
載
せ
た
後
の
「
都
人
益
〻
共
に
之
を
神
と
し
、而
し
て
其
の
竟
に
何
れ
の
術
を
挾
む
か
を
知
ら
ざ
る
な
り

（
十
七
）。」

と
い
う
結
語
や
、

金
末
元
初
の
元
好
問
の
『
續
夷
堅
志
』
卷
四
が
南
宋
初
期
の
相
字
者
の
占
例
を
載
せ
た
後
に
、

嘗
て
同
舍
生
孟
津
の
李
蔚
慶
之
と
論
じ
此
に
及
ぶ
。
予
謂
ふ
「
古
に
相
字
の
法
無
し
、
殆
ど
是
れ
挾
む
に
他
術
を
以
て
せ
ん
か
。」

と
。
李
曰
ふ
「
然
ら
ず
。
此
れ
龜
卜
の
餘
意
な
る
の
み
。」
と

（
十
八
）。

と
記
し
た
李
蔚
と
の
問
答
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
何

と
元
好
問
と
、
時
は
百
年
違
い
、
地
は
南
北
に
距
た
る
も
、
共
に
相
字
の
由

來
す
る
所
を
知
ら
ず
に
い
る
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
趙
翼
は
測
字
の
例
と
し
て
『
後
漢
書
』
に
見
え
る
夢
占
に
用
い
ら
れ
た

文
字
解
釋
を
擧
げ
て
は
い
る
が
、
占
問
者
が
書
し
た
一
字
を
解
釋
し
て
占
う
こ
と
は
、
北
宋
末
の
謝
石
よ
り
前
に
見
る
こ
と
は
で
き
な



76

い
。
何

と
元
好
問
の
疑
問
も
、
こ
こ
に
在
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
相
字
が
兩
宋
の
際
に
謝
石
の
登
場
と
前
後
し
て
、

突
如
と
し
て
現
れ
た
新
奇
な
占
術
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
正
史
の
目
錄
類
に
は
、『
舊
唐
書
』
卷
四
十
七
經
籍
志
下
丙
部
子
錄
五
行
類
に
「
解
文
一
卷
」
が
著
錄
さ
れ
て
お
り
（
新
志

も
同
じ
）、「
解
文
」
の
意
味
は
未
詳
だ
が
、
五
行
類
に
著
錄
さ
れ
て
い
る
と
う
こ
と
は
恐
ら
く
占
書
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
宋
史
』
卷

二
百
六
藝
文
志
五
子
類
二
五
行
類
に
は
「
六
神
相
字
法
一
卷
」
が
著
錄
さ
れ
て
お
り
、
占
者
が
自
ら
が
「
相
字
」
と
稱
し
た
跡
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
對
し
て
錢
謙
益
の
書
鄭
仰
田
事
が
、
明
末
に
鄭
仰
田
が
老
僧
よ
り
「
拆
字
歌
訣
」
を
授
か
り
「
觀
梅
拆
字
」

を
行
っ
た
と
記
す
の
は
、
錢
謙
益
に
周
亮
工
や
紀
曉
嵐
同
樣
の
思
考
が
有
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、『
古
今
圖
書
集
成
』
が
相
字
を

拆
字
部
に
收
め
て
『
拆
字
數
』
等
の
書
を
引
く
こ
と
を
見
れ
ば
、
既
に
明
末
に
は
占
者
側
よ
り
自
ら
の
相
字
を
「
拆
字
」
と
稱
す
る
風

潮
が
起
こ
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

二
、
宋
の
謝
石
等
の
相
字

　

前
節
に
引
い
た
紀
曉
嵐
の
『
閱
微
草
堂
筆
記
』
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
相
字
と
い
う
占
術
は
宋
の
謝
石
に
よ
っ
て
世
に
現
れ
る
こ

と
と
な
る
。
謝
石
は
、
同
時
代
の
何

の
『
春
渚
紀
聞
』
に
よ
れ
ば
、

謝
石
潤
夫
、
成
都
の
人
。
宣
和
の
間
京
師
に
至
り
、
相
字
を
以
て
人
の
禍
福
を
言
ふ
。
相
を
求
む
る
者
は
但
だ
意
に
隨
ひ
て
一
字

を
書
せ
ば
、
即
ち
其
の
字
に
就
き
離
析
し
て
言
ひ
、
奇
中
せ
ざ
る
者
無
く
、
名
は
九
重
に
聞
こ
ゆ

（
十
九
）。

と
、「
離
析
」
つ
ま
り
離
合
析
字
に
よ
っ
て
相
字
を
行
い
名
聲
を
得
て
い
た
人
物
で
あ
る
。『
春
渚
紀
聞
』
は
、
こ
の
後
に
謝
石
の
占
例
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を
二
つ
記
し
て
い
る
。
今
そ
れ
を
節
略
し
謝
石
の
相
字
の
要
點
を
擧
げ
る
。

　

一
つ
は
、
徽
宗
が
「
朝
」
字
を
書
し
て
寵
臣
に
持
た
せ
て
行
か
せ
る
と
、
謝
石
は
本
人
の
書
し
た
も
の
で
は
な
い
と
看
破
し
、「
朝
」

字
を
「
離
（
分
離
）」
し
て
「
十
月
十
日
」
と
爲
し
、
そ
の
日
に
生
ま
れ
た
「
天
人
」
の
書
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
十
月
十
日

は
徽
宗
の
生
日
で
あ
る

（
二
十
）。

　

も
う
一
つ
は
、と
あ
る
朝
士
の
妻
が
臨
月
を
過
ぎ
て
も
出
産
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
「
也
」
字
を
書
し
て
夫
に
持
っ
て
行
か
せ
る
と
、

謝
石
は
問
わ
れ
る
前
に
「
謂
語
助
者
、
焉
哉
乎
也
」
と
『
千
字
文
』
を
引
用
し
て
そ
の
朝
士
の
內
助
（
妻
）
の
書
で
あ
る
事
、「
也
」

字
を
分
解
し
て
妻
の
年
齢
が
「
三
十
一
（
卅
一
）」
で
あ
る
事
、「
也
」
字
に
「
水
」
を
着
け
れ
ば
「
池
」
と
な
り
、「
馬
」
を
着
け
れ

ば
「
馳
」
と
な
る
が
、今
「
水
」
も
「
馬
」
も
無
い
た
め
水
路
も
陸
路
も
行
け
な
い
こ
と
か
ら
、妻
が
現
在
身
動
き
で
き
な
い
事
、「
也
」

字
に
「
人
」
を
着
け
れ
ば
「
他
」
に
な
る
が
今
「
人
」
が
無
い
た
め
、
妻
に
は
近
親
者
が
い
な
い
事
、「
也
」
字
に
「
土
」
を
着
け
れ

ば
「
地
」
に
な
る
が
今
「
土
」
が
無
い
た
め
、
妻
の
實
家
の
財
産
が
盡
き
て
い
る
事
、
の
四
事
を
言
い
當
て
、
朝
士
が
臨
月
を
過
ぎ
て

い
る
件
を
問
う
と
、「
也
」
字
の
中
央
に
「
十
」
字
が
有
り
、「
兩
傍
二
豎
」
と
「
下
一
畫
」
と
を
合
わ
せ
て
「
十
三
」
箇
月
で
生
ま
れ

る
と
説
き
、
更
に
「
也
」
字
に
「
虫
」
が
着
け
ば
「
虵
」
に
な
る
の
で
、
妻
が
懷
妊
し
て
い
る
の
は
蛇
妖
で
あ
る
が
、
今
「
虫
」
が
無

い
の
で
害
は
無
い
、
と
藥
を
與
え
た
所
、
果
た
し
て
妻
は
數
蛇
を
下
し
て
體
は
快
復
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
二
例
か
ら
謝
石
の
析
字
の
特
徴
を
見
れ
ば
、
先
ず
何
よ
り
も
、
謝
石
は
占
問
者
が
「
書
」
し
た
文
字
を
用
い
て
占
っ
て
お
り
、

こ
れ
は
後
述
す
る
他
の
例
に
も
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、「
朝
」
字
を
「
十
月
十
日
」
と
し
、「
也
」
字
を
「
三
十
一
（
卅
一
）」

「
十
三
」
す
る
の
は
、
字
形
を
分
解
し
、
分
解
し
た
文
字
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
陳
氏
の
説
く
化
形
の
離
合

に
當
た
り
、「
也
」
字
に
「
水
」「
馬
」「
人
」「
土
」「
虫
」
を
着
け
て
「
池
」「
馳
」「
他
」「
地
」「
虵
」
と
す
る
の
は
、
陳
氏
の
説
く
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化
形
の
增
損
（
の
增
）
が
こ
れ
に
當
た
り
、
共
に
字
形
に
依
據
し
た
文
字
解
釋
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
擧
げ
ら
れ
よ
う
。

　
『
夷
堅
志
』
補
卷
第
十
九
は
、
紹
興
八
年
に
臨
安
へ
來
た
謝
石
の
占
例
二
事
を
記
す
が
、
一
つ
は
眞
珠
の
冠
を
失
っ
た
樊
將
仕
の
妻

が
「
失
」
字
を
書
し
て
問
う
た
所
、
謝
石
は
妻
が
「
朱
」
氏
で
あ
り
、
冠
は
妻
の
輩
行
が
「
二
十
八
」
の
兄
が
借
り
て
い
る
と
説
い
て

お
り
、
こ
れ
も
陳
氏
の
説
く
化
形
の
增
損
と
離
合
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
の
例
は
、
病
人
の
書
し
た
「
申
」
字
に
對
し

て
「
亦
好
」
と
答
え
る
が
、
占
問
者
の
歸
っ
た
後
に
、
實
は
そ
の
「
中
帶
燥
筆
」
の
書
體
が
「
丹
田
旣
燥
、
其
人
必
死
。」
を
示
し
て

い
る
の
だ
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
「
申
」
字
の
形
音
義
い
ず
れ
に
も
依
據
せ
ず
に
、そ
こ
に
書
か
れ
た
書
體
に
依
據
し
た
占
い
で
あ
っ
て
、

陳
氏
の
説
く
析
字
の
範
疇
に
は
當
然
含
ま
れ
な
い
。

　

前
述
し
た
『
春
渚
紀
聞
』
の
「
也
」
字
を
中
央
の
「
十
」
字
に
「
兩
傍
二
豎
」
と
「
下
一
畫
」
と
を
合
わ
せ
た
「
十
三
」
と
す
る
の

も
、「
也
」
字
を
五
畫
で
書
い
て
お
り

（
二
十
一
）、

大
分
特
殊
な
書
體
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
占
問
者
固
有
の
書
體
、
言
わ
ば
書
き
癖
を
用

い
る
占
い
方
は
、
謝
石
の
相
字
の
三
つ
目
の
特
徴
で
あ
り
、
宋
の
郭
彖
の
『
暌
車
志
』
に
も
、
建
炎
年
間
に
、
相
字
を
善
く
し
た
術
者

周
生
が
、
政
界
を
引
退
し
よ
う
と
す
る
趙
・
秦
二
公
が
各
々
書
し
た
「
退
」
字
を
占
い
、

趙
は
必
ず
去
ら
ん
。
秦
は
必
ず
留
ま
ら
ん
。
日
は
君
の
象
。
趙
は
退
字
を
書
し
、
人
の
日
を
去
る
こ
と
遠
し
。
秦
は
人
字
を
書
し

て
日
下
に
密
附
し
、
日
字
の
左
筆
下
に
連
な
り
、
而
し
て
人
字
の
左
筆
之
を
斜
貫
し
、
踪
跡
固
し
。
退
か
ん
と
欲
す
る
も
得
ん

や（
二
十
二
）。

と
答
え
た
と
有
る
。
こ
れ
は
、
二
公
の
書
し
た
「
退
」
字
の
旁
の
「
艮
」
を
離
合
し
て
「
日
」「
人
」
と
し
て
い
る
が
、
兩
者
の
書
き

癖
が
異
な
る
た
め
に
、
占
い
の
結
果
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
書
體
に
依
據
し
た
占
い
方
が
謝
石
の
み
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
は
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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こ
れ
に
類
似
し
て
、
同
じ
文
字
に
對
し
て
異
な
る
占
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
結
果
を
占
っ
た
例
も
有
る
。
先
掲
の
元
好
問
『
續
夷

堅
志
』
卷
四
に
は
、
宋
の
高
宗
南
渡
の
折
り
、
あ
る
人
が
「
杭
」
字
を
書
し
て
相
字
者
に
問
う
た
所
、「
杭
」
字
を
離
合
し
て
「
兀ご

つ

朮じ
ゅ
つ」

と
し
（
兀
朮
は
金
の
皇
族
）、「
兀
朮
將
に
至
ら
ん
と
す
、
當
に
其
の
鋒
を
避
く
べ
し
。（
兀
朮
將
至
、
當
避
其
鋒
）」
と
答
え
ら
れ
、
果

た
し
て
兀
朮
が
兵
を
擁
し
て
南
下
し
た
と
載
っ
て
い
る
が
、
南
宋
の
趙
彥
衞
の
『
雲
麓
漫
鈔
』
卷
十
二
に
は
、
同
じ
く
高
宗
幸
杭
の
折

り
、
日
者
（
占
者
の
古
稱
）
楊
氏
に
「
杭
」
字
を
占
わ
せ
た
所
、

今
よ
り
賀
す
可
し
。
杭
字
は
文
に
於
い
て
之
を
離
合
す
れ
ば
、
兀
朮
の
字
有
り
。
且
つ
杭
は
降
な
り
。
兀
朮
其
れ
降
ら
ん
か

（
二
十
三
）。

と
説
い
た
と
載
っ
て
い
る
。
こ
の
內
、「
杭
」
を
「
降
」
と
し
て
い
る
の
は
、
兩
字
を
同
音
字
と
し
て
扱
う
の
で
あ
り
、
陳
氏
の
説
く

諧
音
の
借
音
に
當
た
る

（
二
十
四
）。

字
音
を
用
い
た
相
字
の
例
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

　

ま
た
、
先
掲
の
『
春
渚
紀
聞
』
に
は
「
相
を
求
む
る
者
は
但
だ
意
に
隨
ひ
て
一
字
を
書
す
」
と
有
っ
た
が
、『
夷
堅
志
』
補
卷
第

十
九
は
、
謝
石
の
事
跡
に
次
い
で
紹
興
年
間
に
活
躍
し
た
朱
安
國
の
相
字
の
事
跡
を
載
せ
、
そ
の
中
に
、

文
惠
公
參
知
政
事
と
爲
り
、
上
章
し
て
去
る
を
丐こ

ふ
。
未
だ
諧
は
ず
し
て
、
朱
予
を
訪
ふ
。
予
曰
く
「
書
信
中
の
字
を
用
ひ
て
占

ふ
可
き
や
否
や
。」
と
。
曰
く
「
可
な
り
。」
と
。
卽
ち
書
中
の
去
字
を
指
し
之
に
觀
し
む
。
其
の
體
草
を
帶
ぶ
。
朱
捧
玩
し
咨
嘆

し
て
曰
く
「
此
れ
尊
官
、
已
に
是
れ
貴
人
。
今
占
ふ
所
は
何
事
ぞ
。」
と
。
予
曰
く
「
兩
府
に
任
ぜ
ら
れ
、
方
に
力
め
て
去
ら
ん

こ
と
を
求
む
。」
と
。
朱
曰
く
「
正
に
頭
を
鑽
ち
て
天
上
に
出
づ
れ
ば
、
位
を
將
て
百
僚
に
冠
た
ら
ん
。
休
逸
の
請
を
詢は

か

る
を
庸も

ち

ひ
る
無
き
な
り
。」
と
。
後
兩
月
し
て
相
に
拜
せ
ら
る

（
二
十
五
）。

と
有
り
、
文
惠
公
（
洪
邁
の
兄
洪
适
の
諡
號
）
の
書
信
中
の
「
去
」
字
を
用
い
て
相
字
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
惠
公
自
身
が

「
相
を
求
」
め
て
「
意
に
隨
ひ
て
一
字
を
書
」
し
た
の
で
は
な
い
。
文
惠
公
自
身
に
は
、
自
ら
の
進
退
を
朱
安
國
に
占
わ
せ
る
意
圖
は
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無
く
、
洪
邁
が
勝
手
に
文
惠
公
の
書
信
中
の
文
字
を
示
し
て
占
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
占
問
の
意
思
と
は
無
關
係
に

書
か
れ
た
文
字
を
用
い
た
相
字
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
占
問
者
の
書
い
た
文
字
の
み
に
依
拠
す
る
占
術
で
は
な
い
と
い

う
相
字
の
特
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
朱
安
國
の
こ
の
占
例
は
、「
其
の
體
草
を
帶
ぶ
」
と
い
う
洪
邁
の
記
述
が
親
切
極
ま
り

な
い
が
、
草
書
の
「
去
」
字
と
「
天
」
字
に
、
橫
畫
を
貫
く
か
否
か
と
い
う
差
異
が
有
る
こ
と
か
ら
、「
去
」
字
を
「
天
上
に
出
づ
」

と
解
釋
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
字
形
に
依
據
し
な
が
ら
も
別
字
の
字
義
を
導
き
出
す
こ
と
は
無
い
た
め
、
陳
氏
の
説
く
化
形
の
範

疇
に
は
含
ま
れ
ず
、
字
形
を
象
徴
的
に
認
識
す
る
手
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
性
は
、
書
鄭
仰
田
事
に
有
る
「
觀
梅
拆
字
」
の
呼
稱
と

共
に
、
次
節
以
降
に
鄭
仰
田
の
占
例
を
見
て
い
く
上
で
、
重
要
な
觀
點
を
提
供
す
る
も
の
と
な
る
。

三
、
書
鄭
仰
田
事
の
中
の
相
字

　

書
鄭
仰
田
事
の
內
容
は
、
大
き
く
三
段
に
分
か
れ
る
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
初
段
は
鄭
仰
田
の
出
自
と
老
僧
よ
り
諸
家
の
占
術
を
授

か
る
こ
と
、
中
段
は
天
啓
年
間
の
北
京
に
於
け
る
奄
黨
關
係
の
占
例
三
件
、
そ
し
て
最
後
に
は
崇
禎
年
間
の
事
跡
と
臨
終
の
言
葉
な
ど

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
內
、
最
後
の
段
に
記
さ
れ
た
事
跡
は
、
錢
謙
益
の
難
を
前
知
し
、
八
十
二
歲
の
身
な
が
ら
も
清
江
浦
（
淮
安
）

か
ら
長
安
、そ
し
て
德
州
ま
で
を
「
行
及
奔
馬
」
と
い
う
速
さ
で
歩
ん
だ
こ
と
、群
僧
の
到
來
を
告
げ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、

特
定
の
占
術
を
用
い
た
話
で
は
な
く
、
文
中
に
錢
謙
益
が
「
公
は
術
士
に
非
ず
、
古
の
異
人
な
り
。（
公
非
術
士
、
古
之
異
人
也
。）」

と
鄭
仰
田
を
評
す
る
所
以
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
對
し
て
中
段
に
は
具
體
的
な
占
例
が
見
え
、
こ
の
三
件
は
い
ず
れ
も
相
字
で
あ
る
。
今
先
に
こ
の
三
件
を
擧
げ
、
鄭
仰
田
の
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行
っ
た
相
字
の
概
要
を
確
認
し
た
い
。

　

一
件
目
は
、
天
啓
初
年
の
相
（
內
閣
大
學
士
）
の
人
選
を
占
う
も
の
で
あ
る
。

天
啓
の
初
め
、
將
に
相
を
卜
せ
ん
と
す
。
南
樂
全
字
を
指
し
占
を
爲
さ
し
む
。
仰
田
曰
く
「
全
字
は
人
に
從
ひ
王
に
從
ひ
、
四
畫

な
れ
ば
、
當
に
相
は
四
人
な
る
べ
し
。」
と
。
其
の
姓
名
を
問
ふ
。
曰
く
「
全
字
は
三
畫
を
省
け
ば
土
と
爲
り
、
當
に
姓
に
土
を

帶
す
る
者
有
る
べ
し
。
四
畫
を
省
け
ば
丁
と
爲
り
、
當
に
丁
を
姓
と
す
る
者
有
る
べ
し
。
兩
畫
を
省
き
縱
橫
す
れ
ば
木
と
爲
り
、

當
に
名
の
木
に
屬
す
る
者
有
る
べ
し
。
省
く
所
の
文
を
以
て
全
て
之
を
歸
せ
ば
、
當
に
全
を
名
と
す
る
者
有
る
べ
し
。」
と
。
南

樂
曰
く
「
木
は
林
尚
書
に
非
ざ
る
か
。」
と
。
曰
く
「
獨
だ
木
の
み
に
て
林
を
成
さ
ず
、名
と
す
る
者
に
し
て
姓
に
非
ざ
る
な
り
。」

と
。
已
に
し
て
莆
田
・
貴
池
・
元
城
・
涿
州
四
相
を
拜
し
、
一
に
其
の
言
の
如
し

（
二
十
六
）。

　

占
問
者
の
南
樂
は
、
魏
忠
賢
と
は
同
姓
を
以
て
親
し
ん
だ
南
樂
出
身
の
魏
廣
微
で
あ
ろ
う
か

（
二
十
七
）。

注
目
す
べ
き
は
、
南
樂
は
「
全
字
を

指
し
」
て
鄭
仰
田
に
占
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
字
を
「
指
し
」
て
占
わ
せ
る
方
法
は
、以
下
の
二
件
に
も
共
通
し
て
お
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
、
鄭
仰
田
の
相
字
は
、
紙
面
な
ど
に
書
か
れ
た
數
種
の
字
の
中
か
ら
、
先
ず
占
問
者
に
一
字
を
選
ば
せ
て
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
（
こ
の
方
法
に
つ
い
て
は
次
節
に
觸
れ
る
）。

　

南
樂
が
選
擇
し
た
「
全
」
字
を
用
い
た
新
た
な
入
閣
者
に
對
す
る
鄭
仰
田
の
占
い
は
、
先
ず
「
全
」
字
が
「
人
」
字
と
「
王
」
字
に

從
う
字
作
り
で
あ
り
、「
王
」
字
は
「
四
畫
」
で
あ
る
か
ら
、
入
閣
者
は
「
四
人
」
で
あ
る
と
す
る
。「
全
」
字
を
「
人
」
と
「
王
」
に

分
解
し
、
更
に
「
王
」
字
の
字
義
・
字
音
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
字
形
の
畫
數
が
「
四
畫
」
で
あ
る
か
ら
と
「
四
」
と
い
う
數
を
導
き

出
す
點
に
、
そ
の
相
字
の
特
徴
が
見
え
る
。
次
に
入
閣
者
の
姓
名
を
問
わ
れ
、「
全
」
字
か
ら
三
畫
を
省
い
て
「
土
」
字
、
四
畫
を
省

い
て
「
丁
」
字
、
更
に
二
畫
を
省
い
て
「
木
」
字
、
ま
た
こ
れ
ら
の
文
字
を
合
わ
せ
て
「
全
」
字
を
導
き
だ
し
、
入
閣
者
四
人
は
そ
れ
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ぞ
れ
姓
名
に
こ
れ
ら
の
文
字
を
有
す
る
と
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
內
、
入
閣
者
の
姓
名
を
導
き
出
す
の
に
、
何
故
「
全
」
字
か
ら
三
畫
・
四
畫
と
省
い
て
い
く
の
か
、
こ
の
「
三
」「
四
」

と
い
う
數
が
ど
の
よ
う
に
し
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、「
全
」
字
か
ら
「
木
」
字
を
導
き

出
す
に
當
た
り
、「
兩
畫
を
省
き
縱
橫
す
」
と
は
、
恐
ら
く
橫
畫
二
つ
を
省
き
、
人
字
の
位
置
を
下
に
移
動
し
て
初
め
て
「
木
」
が
導

き
出
さ
れ
る
の
だ
が
、先
の
「
土
」「
丁
」
が
三
畫
・
四
畫
を
省
く
だ
け
で
導
き
出
さ
れ
た
の
に
對
し
、些
か
恣
意
的
な
操
作
を
覚
え
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
點
畫
の
移
動
な
ど
に
よ
っ
て
文
字
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
、
陳
氏
の
説
く
化
形
の
離
合
の
範
疇
で
あ
り
、
鄭
仰
田

の
相
字
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

　

な
お
、
結
果
と
し
て
新
た
に
入
閣
し
た
四
人
「
莆
田
・
貴
池
・
元
城
・
涿
州
」
と
は
、『
明
史
』
に
よ
れ
ば
周
如
磐
・
丁
紹
軾
・
黃

立
極
・
馮
銓
を
指
し

（
二
十
八
）、

周
如
磐
は
姓
に
「
土
」
字
を
含
み
、
丁
紹
軾
は
「
丁
」
字
を
姓
と
し
、
黃
立
極
は
名
の
極
字
が
「
木
」
部
に
屬

し
、
馮
銓
は
名
に
「
全
」
字
を
含
ん
で
い
る

（
二
十
九
）。

　

二
件
目
は
、
奄
黨
の
吳
淳
夫
と
確
執
の
有
っ
た
李
丱か

ん

に
對
す
る
占
い
で
あ
る
。

晉
江
の
李
丱
、
奄
黨
の
吳
淳
夫
と
郗
有
り
、
吞
字
を
指
し
以
て
問
ふ
。
仰
田
曰
く
「
彼
の
勢
能
く
汝
を
吞
み
、
小
敵
に
非
ざ
る
な

り
。
天
に
從
ひ
口
に
從
へ
ば
、
其
の
人
吳
姓
に
非
ざ
る
か
。」
と
。「
然
ら
ば
則
ち
何
如
。」
と
。
曰
く
「
吳
は
口
を
以
て
頭
と
爲

す
に
、
彼
の
頭
已
に
地
に
落
つ
。
汝
何
を
か
憂
ひ
ん
。」
と
。
逾
年
に
し
て
吳
法
に
伏
す

（
三
十
）。

　

李
丱
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
吳
淳
夫
も
晉
江
出
身
な
の
で

（
三
十
一
）、

二
人
は
同
郷
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
李
丱
の
選
擇
し
た
「
呑
」
字

を
用
い
た
占
い
が
、
先
ず
「
彼
の
勢
能
く
汝
を
吞
み
」
と
言
う
の
は
、「
呑
」
字
の
字
義
に
依
據
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
い
で
李
丱
の

敵
対
者
を
「
小
敵
に
非
ざ
る
な
り
」
と
言
う
の
も
、「
汝
を
吞
」
む
程
の
勢
力
で
有
る
か
ら
「
小
敵
」
で
は
な
い
、
と
い
う
論
理
展
開
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を
見
せ
て
お
り
、
こ
れ
は
一
件
目
の
例
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
對
象
の
文
字
を
そ
の
ま
ま
の
字
義
に
依
據
し

て
解
釋
し
て
占
い
を
行
う
方
法
は
次
の
三
件
目
の
例
に
も
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
當
然
陳
氏
の
説
く
析
字
の
範
疇
に
は
無
い
。

　

そ
の
後
は
先
の
例
に
見
え
た
字
形
に
依
據
し
た
相
字
を
行
っ
て
い
る
。「
呑
」
字
が
「
天
に
從
ひ
口
に
從
」
ふ
こ
と
か
ら
、
李
丱
の

敵
対
者
を
「
其
の
人
吳
姓
に
非
ざ
る
か
」
と
説
く
の
は
、「
吳
」
の
異
體
字
で
あ
る
「
吴
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
異
體

字
と
い
う
字
形
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
念
頭
に
置
い
て
文
字
を
占
う
こ
と
も
、
鄭
仰
田
の
相
字
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
が
、「
呑
」
字

の
字
形
の
構
成
を
上
下
轉
倒
さ
せ
て
「
吴
」
字
と
す
る
こ
と
自
體
は
、
陳
氏
の
説
く
化
形
の
離
合
に
當
た
り
、
前
節
に
も
見
た
よ
う
に

相
字
の
特
徴
と
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
「
吳
は
口
を
以
て
頭
と
爲
す
に
、
彼
の
頭
已
に
地
に
落
つ
。」
と
は
、「
吴
」
字
を
人
の
身
體
に
準
え
、
本
來
頭

部
に
在
る
べ
き
「
口
」
字
が
、
今
「
呑
」
字
で
は
下
部
に
在
り
「
已
に
地
に
落
つ
」、
つ
ま
り
「
吳
姓
」
の
者
は
頭
を
體
か
ら
離
し
て

地
に
落
と
す
命
運
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
あ
り
、
前
節
に
見
た
朱
安
國
の
占
例
同
樣
に
、
字
形
を
象
徴
的
に
認
識
し
た
手
法
と

言
え
よ
う
。

　

な
お
、『
明
史
』
卷
三
百
六
閹
黨
傳
に
「
莊
烈
帝
嗣
位
、
淳
夫
・
文
煥
・
吉
・
夔
龍
、
並
以
上
林
典
簿
樊
維
城
・
戶
部
員
外
郎
王
守

履
言
、
逮
治
論
死
。」
と
有
り
、『
明
實
錄
』
附
錄
崇
禎
長
編
卷
十
九
、
崇
禎
二
（
一
六
二
九
）
年
正
月
丁
丑
の
條
に
、「
定
逆
案
。
上

諭
畧
曰
」
云
々
と
有
る
中
の
「
論
斬
者
二
十
人
」
に
吳
淳
夫
の
名
も
見
え
、同
三
月
乙
亥
の
條
に
「
吳
淳
夫
・
李
夔
龍
論
斬
」
と
有
る
。

ま
た
、書
鄭
仰
田
事
に
「
逾
年
」
と
有
る
こ
と
か
ら
、鄭
仰
田
が
李
丱
を
占
っ
た
の
は
崇
禎
元
（
一
六
二
八
）
年
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

三
件
目
の
例
は
、
奄
黨
の
首
魁
魏
忠
賢
に
召
さ
れ
て
そ
の
命
運
を
占
っ
た
も
の
で
あ
る
。

魏
奄
仰
田
を
召
し
數
を
問
ふ
。
仰
田
蓬
頭
突
鬢
し
、
踉
蹌
し
て
往
き
、
長
揖
し
て
坐
に
就
く
。
奄
囚
字
を
指
し
以
て
問
ふ
。
群
奄
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列
侍
し
、
皆
愕
眙
失
色
す
。
仰
田
徐
に
應
じ
て
曰
く
「
囚
字
は
國
中
一
人
な
り
。」
と
。
奄
大
い
に
喜
ぶ
。
出
で
て
人
に
謂
ひ
て

曰
く
「
囚
は
則
ち
誠
に
囚
な
り
、
吾
詞
を
詭
り
以
て
死
を
逃
る
る
の
み
。」
と
。
白
門
に
之
く
。
奄
勢
益
〻
熾
ん
な
れ
ば
、

少

卿
密
か
に
之
を
扣た

ず

ぬ
。
仰
田
晝
に
屋
梁
の
下
に
臥
し
、
梁
上
に
斷
綆
の
下
が
り
垂
る
る
有
り
。
仰
田
之
を
指
さ
し
て
曰
く
「
此
の

如
く
な
ら
ん
。」
と
。
未
だ
幾
く
も
せ
ず
し
て
、
奄
果
し
て
自
縊
す

（
三
十
二
）。

　

こ
の
占
例
は
、
相
字
を
行
っ
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
魏
忠
賢
の
選
擇
し
た
「
囚
」
字
を
「
國
中
一
人
」
と
解
釋
し
た
の
は
、

「
囚
」
字
の
國
構
え
を
「
國
」
と
解
釋
し
、
そ
の
中
に
一
「
人
」
字
が
有
る
こ
と
に
依
據
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
自
體
は
相
字
で

あ
ろ
う
が
、
實
際
に
は
「
死
を
逃
る
」
た
め
に
「
詞
を
詭
」
っ
た
の
で
あ
り
、
占
い
の
內
容
で
は
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
僞
り
で
あ

ろ
う
と
も
、
字
形
に
依
據
し
た
「
國
中
一
人
」
が
、
相
字
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

ま
た
、
鄭
仰
田
の
實
際
の
「
囚
」
字
に
對
す
る
占
い
は
「
誠
に
囚
な
り
」、
つ
ま
り
「
囚
」
字
の
字
義
通
り
の
解
釋
で
あ
り
、
相
字

が
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
二
件
目
の
例
に
見
た
よ
う
に
、
鄭
仰
田
の
相
字
は
如
字
の
字
義
に
依
據
す
る
こ
と
も

あ
る
。
そ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
魏
忠
賢
の
選
擇
し
た
「
囚
」
字
を
「
誠
に
囚
な
り
」
と
解
釋
す
る
こ
と
も
、
相
字
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
三
例
目
の
後
半
に
は
、
累
が
及
ぶ
こ
と
を
避
け
て
白
門
（
南
京
）
に
避
難
し
た
鄭
仰
田
を
尋
ね
た

少
卿

（
三
十
三
）に

對
し
、
鄭
仰
田
が

梁
上
よ
り
垂
れ
下
が
る
斷
綆
を
指
さ
し
て
「
此
の
如
く
な
ら
ん
」
と
言
い
、
間
も
な
く
魏
忠
賢
が
自
縊
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
何
ら
の
文
字
に
も
依
據
し
な
い
預
言
で
あ
り
、
鄭
仰
田
の
先
知
が
相
字
の
み
に
依
據
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
魏
忠
賢
の
自
縊
は
天
啓
七
（
一
六
二
七
）
年
の
こ
と
な
の
で
（『
明
史
』
卷
二
十
二
熹
宗
本
紀
）、
こ
の
三
件
目
の
占
例

は
、
二
件
目
の
占
例
の
前
に
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
書
鄭
仰
田
事
の
記
述
は
時
代
を
前
後
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
鄭
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仰
田
の
占
例
の
對
象
を
、
魏
忠
賢
の
專
制
初
期
の
入
閣
者
、
魏
忠
賢
周
辺
の
人
物
、
魏
忠
賢
張
本
人
と
推
移
さ
せ
る
こ
と
で
、
鄭
仰
田

の
名
聲
が
徐
々
に
政
局
の
中
樞
に
ま
で
及
ん
で
い
く
過
程
を
見
せ
よ
う
と
し
た
文
學
的
な
操
作
で
あ
ろ
う

（
三
十
四
）。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
書
鄭
仰
田
事
の
時
系
列
の
操
作
が
、
上
述
の
鄭
仰
田
の
名
聲
が
政
局
の
中
樞
に
及
ぶ
過
程
を
描
く
こ
と
の
み
を

理
由
と
せ
ず
、
後
段
に
見
え
る
作
者
錢
謙
益
の
鄭
仰
田
に
對
す
る
「
公
非
術
士
、
古
之
異
人
也
」、
つ
ま
り
は
、
單
な
る
相
字
な
ど
の

占
い
を
用
い
る
占
術
の
士
で
は
な
い
と
い
う
評
價
へ
と
導
く
こ
と
を
も
理
由
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
三
件
目
の
例
は
、
後
半
の
斷

綆
を
指
さ
し
て
の
言
葉
が
占
い
を
超
え
た
預
言
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
誠
に
囚
な
り
」
も
ま
た
相
字
の
範
疇
を
超
え
た
預
言
と

し
て
記
さ
れ
た
可
能
性
も
有
る
。

　

以
上
三
件
の
例
に
見
た
鄭
仰
田
の
析
字
の
特
徴
を
一
先
ず
整
理
す
れ
ば
、
①
字
形
を
分
解
す
る
（
全
）。
②
分
解
し
た
文
字
そ
れ
ぞ

れ
に
意
味
を
持
た
せ
る（
囚
）。
③
分
解
し
た
文
字
を
組
み
合
わ
せ
る（
吴
）。
④
異
體
字
を
用
い
る（
吴
）。
⑤
點
畫
を
移
動
す
る（
木
）。

⑥
畫
數
を
用
い
る
（
王
）。
⑦
畫
數
を
增
減
さ
せ
る
（
土
・
丁
）。
⑧
如
字
の
字
義
を
用
い
る
（
呑
・
囚
）。
が
擧
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

八
點
の
內
、
①
～
⑦
ま
で
の
七
點
が
字
形
に
依
據
す
る
方
法
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

な
お
、
陳
氏
の
説
に
從
っ
て
こ
れ
ら
の
鄭
仰
田
の
相
字
の
特
徴
八
點
を
分
類
す
る
と
、
①
～
⑤
は
化
形
の
離
合
で
あ
り
、
⑦
は
化
形

の
增
損
（
の
損
）
と
な
り
、
⑥
と
⑧
は
修
辭
法
と
し
て
の
析
字
の
範
疇
に
は
含
ま
れ
な
い
。

四
、
觀
梅
析
字
の
稱

　

占
う
對
象
と
な
る
文
字
を
占
問
者
に
指
さ
せ
る
と
い
う
の
も
、
前
節
に
見
た
鄭
仰
田
の
相
字
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
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は
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
紙
面
な
ど
に
書
か
れ
た
數
種
の
字
の
中
か
ら
、
占
問
者
に
一
字
を
選
ば
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き

る
が
、
或
い
は
洪
邁
が
文
惠
公
の
書
信
中
よ
り
一
字
を
選
擇
し
て
朱
安
國
に
占
わ
せ
た
よ
う
に
、
占
問
者
自
ら
が
適
當
な
文
書
中
か
ら

文
字
を
指
し
示
し
て
占
わ
せ
た
可
能
性
も
有
る
。

　

周
亮
工
の
『
字
觸
』
卷
二
に
は
、
前
節
に
見
た
書
鄭
仰
田
事
の
中
の
三
例
を
含
め
て
、
鄭
仰
田
の
占
例
が
七
條
載
せ
ら
れ
て
い
る

（
三
十
五
）。

そ
の
中
に
は
、
韓
蒲
州
と
劉
南
昌
が
「
示
す
に
笋
字
を
以
て
す
（
示
以
笋
字
）」
と
有
る
よ
う
に
、
占
問
者
が
自
ら
文
字
を
用
意
し
て

鄭
仰
田
に
提
示
し
た
と
解
釋
で
き
る
例
も
有
る
が
、
他
の
三
條
に
は
よ
り
特
異
な
占
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

一
件
目
は
、
倪
元
璐

（
三
十
六
）が

國
子
監
祭
酒
爲
り
し
時
、
內
閣
首
輔
の
溫
體
仁
と
不
和
と
な
っ
た
が
、
偶
々
あ
る
官
人
の
席
上
に
居
合
わ
せ

た
鄭
仰
田
は
、所
持
し
て
い
た
骰
子
が
「
四
紅
子
」
を
出
し
た
こ
と
か
ら
初
對
面
の
倪
元
璐
が
京
官
四
品
の
掌
印
、つ
ま
り
大
司
成
（『
禮

記
』
に
由
來
す
る
國
子
監
祭
酒
の
唐
名
）
で
あ
る
事
、
骰
子
が
骨
で
で
き
て
い
る
こ
と
か
ら
姓
名
中
に
「
骨
」
字
を
有
す
る
者
と
敵
對

し
て
い
る
事
、
骰
子
が
四
面
稜
角
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
刓
方
爲
圓
」（『
楚
辭
』
に
由
來
す
る
成
語
）
と
圓
滿
な
解
決
は
で
き
な
い
事
、

骰
子
が
四
角
く
囗
に
類
す
る
こ
と
か
ら
落
職
後
も
歸
還
（
回
）
が
叶
う
事
を
言
い
當
て
て
い
る
。

　

二
件
目
は
、
家
居
中
の
顧
起
元

（
三
十
七
）が

使
用
人
に
象
棋
の
車
の
棋
子
を
持
っ
て
尋
ね
さ
せ
た
所
、
鄭
仰
田
は
、「
車
」
字
を
「
一
甲
一
」

と
離
合
し
て
貴
人
で
あ
る
事
、
車
の
棋
子
は
棋
局
（
盤
）
上
を
縱
橫
無
盡
に
進
む
こ
と
か
ら
文
章
に
名
の
有
る
事
、
た
だ
し
現
在
は
政

局
の
外
に
在
る
事
、
す
で
に
棋
局
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
象
棋
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
病
を
得
て
い
る
事
を
言
い
當
て
て
い
る
。

　

三
件
目
は
、
張
可
大

（
三
十
八
）が

山
東
に
出
兵
し
た
時
、
子
の
張
遺
が
父
を
訪
ね
る
際
に
そ
の
吉
凶
を
鄭
仰
田
に
問
う
て
「
意
に
隨
ひ
案
上
の

一
書
を
掲
ぐ
（
隨
意
掲
案
上
一
書
）」
と
『
太
平
御
覽
』
卷
五
十
二
の
最
終
葉
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
此
の
一
人
は
乃
ち
大
人
（
此
一

人
乃
大
人
）」
で
あ
る
事
、
國
の
た
め
に
賊
を
平
ら
げ
れ
ば
名
が
御
覽
に
登
る
の
だ
か
ら
貴
人
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
無
い
事
、
卷
の
終
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わ
り
は
文
が
盡
き
て
い
る
の
で
武
事
に
よ
っ
て
名
の
有
る
者
で
あ
る
事
、
次
の
一
葉
が
卷
五
十
三
の
神
仙
部
で
あ
る
た
め
五
十
三
歲
で

没
す
る
事
を
言
い
當
て
て
い
る

（
三
十
九
）。

　

こ
れ
ら
の
例
を
見
る
と
、骰
子
は
出
目
と
素
材
と
形
状
に
依
據
し
て
占
わ
れ
て
お
り
、棋
子
は
「
車
」
字
の
離
合
を
行
っ
て
い
る
が
、

他
は
棋
局
上
に
在
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、『
太
平
御
覽
』
の
例
の
「
一
人
」「
大
人
」
は
「
太
（
大
）」
字
の
離
合
で
あ
ろ

う
が
、
他
は
書
名
や
卷
數
な
ど
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
最
早
文
字
に
對
す
る
解
釋
を
用
い
て
占
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
も
の
が
有

る
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
書
鄭
仰
田
事
に
見
え
る
「
觀
梅
拆
字
」
の
稱
で
あ
る
。

　
「
觀
梅
」
と
は
、「
觀
梅
數
」
の
略
稱
で
あ
り
、
あ
る
い
は
梅
花
數
と
も
稱
す
易
占
の
一
種
で
あ
り
、
現
在
は
梅
花
心
易
と
稱
さ
れ
る

こ
と
も
有
る
。
明
の
中
期
の
季
本（

四
十
）は

、そ
の
撰
『
易
學
四
同
別
錄
』
卷
二
に
季
本
が
「
元
末
之
書
」
と
斷
ず
る
『
梅
花
數
』
を
輯
錄
し
、

そ
の
題
目
に
、

一
名
は
觀
梅
數
。
本
は
題
し
て
康
節
梅
花
數
と
曰
ひ
、
故
に
邵
の
圖
の
後
に
附
す
。
梅
花
は
先
春
に
し
て
蓓
蕾
を
露あ

ら
わし

、
生
意
の

早
に
動
く
者
な
り
。
幾
ど
動
く
の
初
、
思
慮
方
に
起
き
て
鬼
神
知
る
可
き
の
時
に
占
へ
ば
、
故
に
數
を
ば
梅
花
を
以
て
焉
に
名
づ

く（
四
十
一
）。

と
注
し
、
ま
た
、『
梅
花
數
』
に
、

先
天
の
數
の
未
だ
卦
を
得
ず
先
に
數
を
得
る
有
り
、
數
を
以
て
卦
を
起
こ
せ
ば
、
故
に
先
天
と
曰
ふ
。
後
天
の
數
の
未
だ
數
を
得

ず
先
に
卦
を
得
る
有
り
、
卦
を
以
て
數
を
起
こ
せ
ば
、
故
に
後
天
と
曰
ふ

（
四
十
二
）。

と
有
る
の
に
對
し
て
は
、

「
先
天
の
數
」
は
物
の
生
ず
る
所
・
氣
の
置
く
所
・
事
の
遇
ふ
所
を
謂
ふ
。
皆
年
月
日
時
有
り
、
年
は
子
年
を
以
て
一
の
數
を
起
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こ
し
、
年
に
は
十
二
月
有
れ
ば
則
ち
正
月
を
以
て
一
の
數
を
起
こ
し
、
月
に
は
三
十
日
有
れ
ば
則
ち
初
一
を
以
て
一
の
數
を
起
こ

し
、日
に
は
十
二
時
有
れ
ば
則
ち
子
時
を
以
て
一
の
數
を
起
こ
す
。
皆
其
の
數
に
隨
ひ
て
之
を
數
へ
、以
て
八
卦
に
分
か
つ
こ
と
、

一
を
乾
と
爲
し
二
を
兌
と
爲
し
て
八
は
則
ち
坤
と
爲
す
が
如
き
な
り
。
除
八
の
外
は
則
ち
畸
零
の
數
を
用
て
焉
を
起
こ
す
。
年
月

日
の
數
を
上
卦
と
爲
し
、
年
月
日
の
加
時
の
數
を
下
卦
と
爲
し
、
年
月
日
時
の
數
を
合
し
六
を
以
て
之
を
除
し
、
餘
を
動
爻
と
爲

す
。
又
十
干
は
則
ち
甲
を
以
て
一
の
數
を
起
こ
し
、
十
二
支
は
則
ち
子
を
以
て
一
の
數
を
起
す
が
如
し
。
聞
く
所
の
聲
は
則
ち
字

句
の
多
寡
を
以
て
數
を
起
こ
し
、
見
る
所
の
物
は
則
ち
件
目
の
多
寡
を
以
て
數
を
起
し
て
上
卦
と
爲
し
、
値あ

た
る
所
の
時
の
數
を

以
て
配
し
て
下
卦
と
作
し
、
卦
數
時
數
を
併
せ
總
除
し
て
爻
を
取
る
こ
と
前
法
の
如
し
。
又
一
語
の
如
き
は
則
ち
其
の
數
を
平
分

し
て
上
下
の
卦
と
爲
し
、
數
少
き
は
上
卦
と
爲
い
、
數
多
き
は
下
卦
と
爲
す
。
蓋
し
天
は
輕
清
に
地
は
重
濁
な
る
の
義
を
取
る
な

ら
ん
。
其
の
餘
は
或
い
は
其
の
方
所
に
驗
し
、或
い
は
其
の
物
聲
を
辨
じ
、其
の
所
屬
を
詳
か
に
す
れ
ば
、皆
卦
を
起
こ
す
可
く
、

其
の
悲
喜
を
察
し
、
其
の
吉
凶
を
斷
ず
。
所
謂
「
未
だ
卦
を
得
ず
先
に
數
を
起
こ
す
」
と
は
此
の
如
し
。
後
天
の
數
は
、
物
類
の

八
卦
に
屬
す
る
者
を
以
て
上
卦
と
爲
し
、其
の
物
の
所
在
の
方
位
を
下
卦
と
爲
し
、時
の
數
を
其
の
上
に
加
へ
以
て
動
爻
を
取
る
。

物
類
は
乾
天
・
坤
地
、
乾
馬
・
坤
牛
の
類
の
如
く
、
蓍
法
別
傳
內
篇

（
四
十
三
）に

詳
見
す
。
八
卦
は
萬
物
屬
類
す
。
所
謂
「
未
だ
數
を
得
ず

先
に
卦
を
得
」
と
は
此
の
如
し
。
先
天
の
卦
の
吉
凶
を
斷
ず
る
に
、
止
だ
卦
を
以
て
論
ず
る
の
み
に
し
て
、
易
爻
の
辭
を
用
ひ
ざ

る
は
、
其
の
時
未
だ
易
書
有
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。
後
天
は
則
ち
易
辭
を
用
ひ
兼
ね
て
卦
を
以
て
斷
ず
る
は
、
其
の
時
已
に
易
書

有
り
し
を
以
て
な
り

（
四
十
四
）。

と
の
注
が
有
る
。
こ
れ
に
據
れ
ば
、
觀
梅
數
は
先
天
と
後
天
の
數
を
用
い
、
先
天
で
あ
れ
ば
、「
物
の
生
ず
る
所
・
氣
の
置
く
所
・
事

の
遇
ふ
所
」
の
年
月
日
時
、
あ
る
い
は
「
聞
く
所
の
聲
」
の
「
字
句
」
や
「
見
る
所
の
物
」
の
「
件
目
」
に
由
っ
て
數
を
起
こ
し
、
後
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天
は
萬
物
の
屬
類
す
る
八
卦
に
由
っ
て
數
を
起
こ
し
、
先
天
は
易
辭
を
用
い
ず
、
後
天
は
易
辭
を
用
い
る
が
、
と
も
に
數
よ
り
起
こ
し

た
卦
に
よ
っ
て
吉
凶
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、物
類
と
し
て
具
體
的
な
物
體
を
有
さ
な
く
と
も
、年
月
日
時
や「
字
句
」「
件
目
」、

さ
ら
に
は
「
一
語
の
如
き
」
單
語
す
ら
、
先
天
數
を
起
こ
す
對
象
と
成
り
得
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
に
見
た
相
字
の
占
例
に
は
、
鄭
仰
田
の
「
全
」
字
の
占
い
の
樣
に
、
畫
數
を
數
え
る
例
は
有
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
卦
を
立
て
る

こ
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
字
と
觀
梅
數
と
の
關
係
は
、
清
初
の
劉
廷
璣
の
『
在
園
雜
志

（
四
十
五
）』

卷
一
に
、

測
字
は
觀
梅
に
起
こ
り
、
易
數
中
の
小
技
な
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
奇
中
す
る
有
り
。
而
し
て
名
の
九
重
に
達
す
る
者
は
、
宋
の

謝
石
の
輩
の
如
き
、
自
ら
多
か
ら
ず

（
四
十
六
）。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
古
今
圖
書
集
成
』
の
拆
字
部
を
見
る
と
、
そ
こ
に
引
か
れ
る
『
拆
字
數
』
の
序
も
、

夫
れ
先
天
は
已
に
露あ

ら
はる

る
の
機
、
後
天
は
未
だ
成
ら
ざ
る
の
兆
な
り
。
先
天
は
則
ち
事
有
り
て
始
め
て
一
事
の
吉
凶
を
占
ひ
、
後

天
は
則
ち
未
だ
知
ら
ざ
る
所
有
り
て
出
で
、
倉
卒
の
頃
に
し
て
休
咎
焉
に
驗あ

ら
はる

。
故
に
先
天
は
測
り
易
き
と
爲
し
、
後
天
は
測
り

難
き
と
爲
す
な
り
。
先
天
は
則
ち
執
著
す
る
有
り
て
卦
を
成
し
、後
天
は
物
に
觸
る
れ
ば
即
ち
卦
有
り
、此
れ
全
て
人
心
に
在
り
、

神
の
用
ふ
る
所
な
り
。
其
れ
能
く
推
測
の
精
・
所
用
の
活
あ
れ
ば
則
ち
一
事
一
物
無
く
と
も
之
れ
が
數
を
逃
す
莫
き
な
り

（
四
十
七
）。

と
始
ま
っ
て
お
り
、又
拆
字
部
に
は
『
新
訂
指
明
心
法
』
か
ら
「
相
字
心
易
」「
論
八
卦
性
情
」「
八
卦
取
象
」
な
ど
が
引
か
れ
て
お
り
、

劉
廷
璣
の
指
摘
が
臆
斷
よ
り
出
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

拆
字
部
が
『
新
訂
指
明
心
法
』
か
ら
引
く
文
章
の
中
に
は
、他
に
も
筆
畫
を
五
行
に
分
類
し
た
「
五
行
體
格
式
」
や
「
辨
別
五
行
歌
」、

ま
た
は
筆
畫
を
六
神
に
分
類
し
た
「
六
神
形
式
」
な
ど
も
見
え
、
決
し
て
『
易
』（
卦
）
の
み
で
文
字
を
占
う
わ
け
で
は
な
く
、
書
さ

れ
た
文
字
の
濃
淡
・
肥
瘦
・
長
短
・
闊
狹
な
ど
か
ら
書
し
た
者
の
衣
食
富
貴
を
判
斷
す
る
「
筆
法
筌
蹄
」
や
、
特
定
の
偏
旁
ご
と
に
吉
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凶
の
判
斷
方
法
を
記
し
た
「
元
（
玄
）
黃
筆
法
歌
」
な
ど
は
、本
稿
第
二
節
に
見
た
宋
の
謝
石
等
の
占
例
に
近
い
方
法
で
あ
る
。
な
お
、

拆
字
部
に
は
「
紀
事
」
と
し
て
析
字
の
占
例
を
載
せ
る
が
、
全
て
本
稿
に
見
た
相
字
の
占
例
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

相
字
や
觀
梅
數
の
歷
史
的
な
發
展
や
展
開
は
未
だ
詳
論
さ
れ
る
こ
と
が
無
い
た
め
、推
論
と
な
る
が
、北
宋
の
末
に
始
ま
る
相
字
は
、

諸
占
術
か
ら
影
響
を
受
け
つ
つ
、
元
末
に
は
成
立
し
て
い
た
觀
梅
數
の
影
響
も
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
遲
く
と
も
明
代
に
は
、
觀
梅
數

の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
初
め
て
「
觀
梅
析
字
」
の
稱
が
生
ま
れ
得
る
の

で
あ
る
。
相
字
が
觀
梅
數
の
影
響
を
受
け
る
素
地
は
、
す
で
に
第
二
節
に
觸
れ
た
朱
安
國
の
占
例
に
見
え
た
、
占
問
の
意
思
と
は
無
關

係
に
書
か
れ
た
文
字
の
字
形
を
象
徵
的
に
扱
う
手
法
に
現
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

明
の
日
用
類
書
『
五
車
拔
錦
』
卷
之
二
十
卜
筮
門
が
引
く
『
康
節
邵
先
生
觀
梅
數
』
に
、「
折
字
之
應
」
と
題
し
て
、

若
し
物
の
形
を
見
れ
ば
、
當
に
字
の
體
を
詳
か
に
す
べ
し
。
石
の
皮
に
逄あ

ふ
は
破
と
爲
し
、
人
の
本
に
傍そ

ふ
は
体
と
爲
す
。
笠
水

畔
に
漂た

だ
よふ

は
泣
字
分
明
に
、
火
林
中
に
入
る
は
焚
形
顯
見
す
。
三
女
は
陰
私
の
擾
有
り
、
三
牛
は
犇
走
の
憂
有
り
。
一
木
兩
火
は

榮
耀
の
光
、
一
水
四
魚
は
鰥
居
の
象
。
人
の
牛
背
に
繼
ぐ
は
失
脱
を
防
ぎ
、
人
の
犬
吠
を
言
ふ
は
獄
囚
を
憂
ふ
。
一
斗
空
門
に
入

る
は
鬭
爭
し
、
兩
絲
白
木
に
纏ま

と

ふ
は
樂
至
る
。
人
虛
門
に
入
る
は
則
ち
囚
有
り
と
爲
し
、
兩
人
木
を
夾
む
は
待
つ
所
必
ず
來
る

（
四
十
八
）。

と
い
う
一
文
が
有
る
の
は
、
正
し
く
觀
梅
數
に
相
字
が
取
り
込
ま
れ
た
姿
を
見
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う

（
四
十
九
）。

結
語

　

本
稿
に
見
た
北
宋
末
に
起
こ
る
謝
石
等
の
占
例
と
錢
謙
益
の
書
鄭
仰
田
事
に
記
さ
れ
た
占
例
は
、
大
同
小
異
と
は
い
え
、
と
も
に
相
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字
と
見
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
周
亮
工
の
『
字
觸
』
に
記
さ
れ
た
鄭
仰
田
の
占
例
に
は
、
錢
謙
益
の
書
鄭
仰
田
事
に
記
さ
れ
た

占
例
に
該
當
す
る
例
を
除
く
と
、
一
概
に
相
字
と
は
判
斷
し
か
ね
る
、
つ
ま
り
文
字
を
用
い
て
占
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
例
が
含
ま

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
差
異
は
、
相
字
が
元
末
よ
り
明
代
に
於
い
て
觀
梅
數
に
內
包
さ
れ
た
結
果
、「
觀
梅
析
字
」
と
も
稱

さ
れ
る
新
た
な
占
法
と
し
て
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
な
の
で
あ
ろ
う
。と
い
う
の
が
、本
稿
の
結
論
と
も
言
え
ぬ
推
論
で
あ
る
。

　

書
鄭
仰
田
事
に
記
さ
れ
た
鄭
仰
田
が「
觀
梅
析
字
」に
よ
っ
て
名
を
得
た
と
い
う
記
述
は
、『
字
觸
』に
記
さ
れ
た
鄭
仰
田
の
占
例
が
、

相
字
の
占
例
と
そ
れ
に
付
屬
さ
れ
た
占
例
な
ど
で
は
な
く
、
一
つ
の
「
觀
梅
析
字
」
と
い
う
範
疇
の
占
例
で
あ
る
と
い
う
視
點
を
提
供

す
る
も
の
で
あ
り
、『
字
觸
』
に
記
錄
さ
れ
た
他
の
占
例
を
精
査
し
て
い
く
た
め
に
も
、
重
要
な
認
識
を
與
え
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
こ
こ
に
、
一
つ
不
可
解
な
問
題
が
生
ま
れ
る
。『
字
觸
』
は
、
撰
者
周
亮
工
に
よ
っ
て
廋
語
・
隱
語
・
謎
語
は
固
よ
り
、
離

合
詩
や
讖
緯
・
災
異
の
説
、
謝
石
や
鄭
仰
田
等
の
相
字
の
占
例
ま
で
、
古
今
の
事
例
を
採
集
し
た
書
で
あ
る
た
め
、
鄭
仰
田
の
占
例
を

可
能
な
限
り
全
て
記
錄
し
て
い
る
こ
と
は
、
當
然
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
書
鄭
仰
田
事
に
載
せ
ら
れ
た
先
例
が
、
北
宋
末
の
謝
石
等

と
大
差
の
無
い
、
舊
態
依
然
と
し
た
例
ば
か
り
で
あ
る
の
は
、
何
故
だ
ろ
う
か
。
周
亮
工
も
知
り
得
た
占
例
を
、
鄭
仰
田
と
親
し
く
接

し
て
い
た
錢
謙
益
が
知
り
得
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
鄭
仰
田
が「
觀
梅
拆
字
」を
端
と
し
て
世
に
行
わ
れ
た
と
記
す
の
で
あ
れ
ば
、

『
字
觸
』
に
見
え
る
骰
子
・
棋
子
・『
太
平
御
覽
』
を
用
い
た
占
例
こ
そ
、「
觀
梅
」
の
妙
を
得
た
鄭
仰
田
の
占
術
を
如
實
に
描
冩
で
き

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
推
論
を
重
ね
れ
ば
、
錢
謙
益
が
書
鄭
仰
田
事
に
載
せ
た
三
例
を
選
擇
し
た
理
由
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
が
想
定
で
き
る
。
一

つ
目
は
、
錢
謙
益
が
い
か
に
探
花
及
第
し
て
い
よ
う
と
も
、
觀
梅
數
な
ど
に
は
通
じ
て
お
ら
ず
、
鄭
仰
田
か
ら
話
を
聞
い
て
も
他
の
占

例
の
內
容
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
當
時
の
文
人
が
經
學
上
の
『
易
』
か
ら
離
れ
た
占
術
に
、
ど
こ
ま
で
の
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知
識
を
有
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
二
つ
目
は
、
た
と
え
錢
謙
益
に
觀
梅
數
の
知
識
が
有
ろ
う
と
も
、
そ
う
し
た
占

術
の
妙
を
記
し
て
は
、
鄭
仰
田
の
占
術
者
と
し
て
の
特
徴
が
よ
り
明
瞭
に
な
っ
て
し
ま
い
、「
公
は
術
士
に
非
ず
、
古
の
異
人
な
り
。」

と
い
う
鄭
仰
田
に
對
す
る
自
身
の
評
價
を
損
な
う
と
判
斷
し
た
可
能
性
で
あ
る
。
そ
し
て
三
つ
目
が
、
錢
謙
益
の
觀
梅
數
の
知
識
の
有

無
を
問
わ
ず
、
文
章
の
性
質
と
し
て
「
達
意
」
の
文
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
。

　

書
鄭
仰
田
事
が
、
讀
者
對
象
と
し
て
ど
の
程
度
の
知
識
人
を
想
定
し
て
い
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
日
用
類
書
の

『
三
台
萬
用
正
宗
』
卷
之
二
十
博
戯
門
に
引
く
『
新
増
奇
巧
燈
謎
』
折
字
類
に
は
、

項
羽
當
年
志
氣
雄
、
誰
知
戰
敗
總
無
工
、
八
千
子
弟
今
何
在
、
自
刎
烏
江
始
見
空
。

と
い
う
詩
の
「
項
」
字
か
ら
「
一
」
字
を
導
き
出
さ
せ
る

（
五
十
）燈

謎
や
、

項
羽
烏
江
失
勝
時
、
拔
山
力
盡
覇
圖
虛
、
八
千
兵
散
無
踪
影
、
泣
對
虞
姫
月
下
離
。

と
い
う
詩
の
「
勝
」
字
か
ら
「
夫
」
字
を
導
き
出
さ
せ
る

（
五
十
一
）燈

謎
が
有
り
、
あ
る
い
は
、「
藏
頭
詩
總
類
」
に
は
、

謝
吴
愁
符
親
問
飄
胡

の
八
字
を
、

言
身
寸
謝
口
天
吴
、
禾
火
心
愁
竹
付
符
、
立
木
見
親
門
口
問
、
西
示
風
飄
古
月
胡
。

と
讀
ま
せ
る
「
析
字
」、
大
書
さ
れ
た
「
思
」
字
を
離
合
し
て
、
下
に
四
行
に
分
け
て
記
さ
れ
た
、

分
敬
人
人
不
知
、
中
無
水
莫
開
池
、
下
不
曾
行
惡
事
、
量
天
地
不
相
虧
。

の
各
句
頭
に
「
十
」「
口
」「
心
」「
思
」
と
付
け
て
讀
ま
せ
る
「
吊
鐘
文
」
や
、「
四
大
部
十
文
字
」「
酒
壺
詩
文
」「
玄
気
葫
蘆
」「
酒

鍾
詩
」「
錦
纏
枝
玉
連
環
文
」「
玉
連
環
」
等
、
占
い
と
は
無
關
係
に
離
合
析
字
を
用
い
て
讀
み
解
く
一
種
の
知
的
遊
戲
が
載
せ
ら
れ
て
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い
る
。

　

書
鄭
仰
田
事
が
想
定
す
る
讀
者
對
象
の
知
識
が
、
こ
う
し
た
通
俗
的
な
日
用
類
書
の
讀
者
層
よ
り
も
劣
る
と
は
考
え
難
く
、
書
鄭
仰

田
事
の
讀
者
は
、
す
で
に
娯
樂
の
範
疇
で
離
合
析
字
を
理
解
し
得
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
錢
謙
益
が
書

鄭
仰
田
事
に
舊
態
依
然
と
し
た
占
例
を
記
し
た
の
は
、
こ
の
程
度
で
あ
れ
ば
寧
ろ
樂
し
ん
で
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
認
識
に

由
る
行
爲
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
い
か
。
相
字
と
は
別
に
展
開
し
て
い
た
、
隱
語
・
謎
語
や
離
合
詩
か
ら
燈
謎
に
至
る
も
う
一
つ
の

析
字
文
化
が
、
相
字
の
占
例
を
娯
樂
と
し
て
讀
む
こ
と
の
で
き
る
讀
者
層
を
釀
成
し
て
い
た
の
で
あ
る

（
五
十
二
）。

（
一
）	青
囊
は
、
晉
の
郭
璞
が
郭
公
よ
り
授
か
っ
た
『
青
囊
中
書
』
に
因
む
言
葉
で
、
郭
璞
の
『
晉
書
』
本
傳
に
依
れ
ば
「
五
行
・
天
文
・
卜
筮
之
術
」
を
記
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
が
、
後
世
に
は
郭
璞
が
『
葬
書
』
の
選
者
と
さ
れ
る
（『
宋
史
』
藝
文
志
）
こ
と
か
ら
、
特
に
風
水
術
を
指
す
こ
と
も

有
る
。

（
二
）	袖
中
は
、
前
後
の
文
か
ら
占
術
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
義
未
詳
。
な
お
『
隋
書
』
經
籍
志
三
、
子
部
、
雜
家
に
沈
約
撰
『
袖
中
記
』
二
卷
が
、『
宋

史
』
藝
文
志
五
、
子
類
二
、五
行
類
に
『
袖
中
金
』
五
卷
が
著
錄
さ
れ
て
お
り
、
特
に
後
者
は
占
術
に
關
す
る
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
關
係

も
未
詳
。

（
三
）	壬
遁
は
、
六
壬
・
遁
甲
の
併
稱
。
と
も
に
式
占
の
一
種
。

（
四
）	射
覆
は
、
器
物
で
覆
わ
れ
た
物
品
を
當
て
る
占
い
。

（
五
）	書
鄭
仰
田
事
に
は
、
丙
子
の
冬
に
鄭
が
「
年
八
十
二
」
と
有
り
、
翌
己
卯
の
春
の
事
跡
も
記
し
、
そ
の
記
述
は
後
の
臨
終
に
ま
で
及
ぶ
が
、
そ
の
没
年
は

記
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
丙
子
は
錢
謙
益
の
生
没
年
か
ら
も
、
崇
禎
九
（
一
六
三
六
）
年
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
年
に
金
が
國
號
を
清
に
改
め

て
い
る
。
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（
六
）	書
鄭
仰
田
事
に
は
「
忘
其
名
」
と
有
る
の
で
、
仰
田
は
音
の
近
い
仰
天
（『
周
易
』
繫
辭
下
傳
の
「
仰
則
觀
象
於
天
」
に
據
る
）
に
因
ん
だ
號
で
あ
ろ
う
。

（
七
）	本
稿
で
は
、
文
字
を
用
い
た
占
術
を
原
則
的
に
「
相
字
」
と
呼
稱
し
、
依
據
す
る
文
獻
に
由
っ
て
は
「
測
字
」
の
呼
稱
も
用
い
る
が
、「
相
字
」
と
「
測
字
」

と
の
間
に
明
確
な
差
異
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。

（
八
）	文
學
で
の
析
字
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
主
に
離
合
詩
に
つ
い
て
喬
炳
南
氏
に
「「
離
合
詩
」
探
求
─
詩
學
論
叢
之
一
─
」（『
帝
塚
山
大
学
紀
要
』
第

二
十
四
輯
、一
九
八
七
年
。）「「
離
合
詩
」
探
究
續
論
─
詩
學
論
叢
之
二
─
」（『
帝
塚
山
大
学
論
集
』
第
五
十
九
号
、一
九
八
八
年
。）、 

中
谷
征
充
氏
に
「
空

海
と
馬
摠
の
「
離
合
詩
」
─
空
海
漢
詩
文
研
究
序
説
─
」（『
密
教
文
化
』
第
二
一
一
号
、
二
〇
〇
三
年
。）「「
離
合
詩
」
攷
究
」（『
高
野
山
大
学
大
学
院

紀
要
』
第
八
号
、
二
〇
〇
四
年
十
二
月
。）
の
研
究
が
有
り
、
測
字
に
つ
い
て
は
、
大
野
修
作
氏
に
「
儒
道
両
教
と
文
字
学
─
測
字
術
を
中
心
に
─
」（『
研

究
紀
要
』
第
十
二
号
、
一
九
九
九
年
三
月
）
の
研
究
が
有
る
。
ま
た
、
謎
語
と
そ
の
發
展
し
た
も
の
で
あ
る
「
燈
謎
」
に
つ
い
て
は
、
中
國
に
多
く
の
研

究
が
有
る
が
、
日
本
語
で
記
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
呉
修
喆
氏
に
「
近
代
に
お
け
る
漢
字
文
化
新
分
野
の
形
成
─
文
義
謎
を
例
と
し
て
─
」（『
ア
ジ
ア

地
域
文
化
研
究
』
九
號
、
二
〇
一
二
年
。）
を
初
め
と
し
た
諸
研
究
が
有
る
。
な
お
、
前
漢
末
よ
り
隋
代
ま
で
の
術
數
・
讖
緯
・
災
異
解
釋
に
用
い
ら
れ

た
離
合
の
詳
細
は
、拙
稿
「
五
行
志
に
見
ら
れ
る
離
合
解
釈
」（『
新
し
い
漢
字
漢
文
教
育
』
復
刊
第
一
〇
五
号
、全
国
漢
文
教
育
学
会
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
九
）	字
有
形
・
音
・
義
三
方
面
。
把
所
用
的
文
字
析
爲
形
・
音
・
義
三
方
面
、
看
別
的
字
有
一
方
面
同
它
相
合
相
連
、
隨
即
借
來
代
替
或
即
推
衍
上
去
的
、
名

叫
析
字
辭
。（『
修
辭
學
發
凡
』
一
九
三
二
年
初
版
。
一
九
七
六
年
十
一
月
、
大
光
出
版
社
。「
第
七
篇
、
積
極
修
辭
三
、一
、
析
字
」）
邦
譯
「
陳
望
道
『
修

辞
学
発
凡
・
第
七
編
』
訳
注 

積
極
修
辞
三
（
上
）：
丙
類 
言
葉
を
利
用
し
た
修
辞
法 

付
録 

霍
四
通
「
現
代
に
お
け
る
析
字
な
ど
の
『
言
葉
を
利
用
し
た

修
辞
法
』」
五
種
の
研
究
の
進
展
に
つ
い
て
」（『
福
岡
大
学
研
究
部
論
集
Ａ
：
人
文
科
学
編
』
第
十
六（
二
）号
、二
〇
一
六
年
十
二
月
。）
も
參
照
さ
れ
た
い
。

（
十
）	『
太
平
御
覧
』
卷
一
百
七
十
五
所
引
『
晉
中
興
書
』
に
、
清
暑
殿
の
「
清
暑
」
の
反
語
を
「
楚
聲
」
と
す
る
例
、『
宋
書
』
卷
三
十
一
五
行
志
二
、
金
、
詩

妖
に
、
童
謠
の
歌
詞
「
成
子
閣
」
の
反
語
を
「
石
子
堈
」
と
す
る
例
、『
隋
書
』
卷
二
十
二
五
行
志
上
、
言
咎
、
言
不
從
に
、
煬
帝
の
舊
名
「
楊
英
」
の

反
語
を
「
嬴
殃
」
と
す
る
例
、『
朝
野
僉
載
』
卷
一
に
、
魏
元
忠
の
子
の
名
「
叔
麟
」
の
反
語
を
「
身
戮
」
と
す
る
例
、『
資
治
通
鑑
』
卷
第
二
百
二
唐
紀

十
八
儀
鳳
三
年
十
二
月
の
條
に
、
次
年
の
年
號
「
通
乾
」
の
反
語
を
「
天
窮
」
と
す
る
例
な
ど
が
見
え
る
。

（
十
一
）小
川
剛
生
氏
「『
韻
鏡
』
の
悪
戯
─
受
容
史
の
一
断
面
─
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
二
二
號
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
年
五
月
。）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
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（
十
二
）後
述
す
る
『
雲
麓
漫
鈔
』
が
「
杭
」
を
「
降
」
と
し
て
説
く
の
は
、
借
音
の
例
で
あ
る
。
ま
た
、
明
の
周
暉
の
『
金
陵
瑣
事
』
卷
一
に
、
異
僧
よ
り
數

學
を
學
ん
だ
新
安
の
汪
龍
に
、
袁
元
峰
が
白
圍
棋
子
を
送
っ
て
「
生
子
」
を
問
う
た
の
に
對
し
、
汪
龍
は
棋
子
を
受
け
取
る
な
り
「
白
者
北
也
。
棋
子
者

子
也
。」
と
北
京
か
ら
子
に
つ
い
て
の
占
問
で
あ
る
と
見
拔
い
た
と
有
る
。
こ
の
「
白
者
北
也
」
も
、「
白
」
と
「
北
」
の
音
が
近
い
こ
と
に
依
據
し
た
借

音
の
例
で
あ
ろ
う
。
明
末
清
初
の
周
亮
工
の
『
字
觸
』
卷
二
に
は
、同
じ
く
新
安
の
汪
龍
（
但
し
「
雙
瞽
」
で
あ
る
と
す
る
）
の
占
例
を
い
く
つ
か
載
せ
、

そ
の
中
に
も
借
音
の
例
が
見
え
る
。
な
お
、
近
年
の
占
書
（
測
字
の
解
説
書
・
教
本
の
類
）
に
は
、『
字
觸
』
の
載
す
汪
龍
を
宋
人
と
爲
す
も
の
が
多
く

見
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
金
陵
瑣
事
』
の
汪
龍
の
事
跡
に
登
場
す
る
袁
元
峰
（
袁
煒
）
は
紛
れ
も
な
く
明
人
で
あ
り
、『
金
陵
瑣
事
』
の
汪
龍
も
明
人
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
無
い
。『
字
觸
』
の
載
す
汪
龍
の
事
跡
に
は
、
そ
の
生
没
年
代
を
特
定
す
る
語
句
が
無
い
た
め
、
或
い
は
宋
明
兩
汪
龍
の
有
る
可
能
性
も

有
る
が
、『
字
觸
』
は
「
新
安
汪
龍
」
の
直
前
に
「
寧
波
胡
宏
、
深
于
易
理
。」
と
有
り
、
こ
れ
は
南
宋
の
胡
宏
（
胡
安
國
の
子
、
崇
安
の
人
）
で
は
な
く
、

『
明
史
』
卷
九
十
八
藝
文
志
三
子
類
十
二
五
行
類
に
著
録
さ
れ
た
『
周
易
黃
金
尺
』
一
卷
の
選
者
と
同
一
人
物
で
あ
る
明
人
胡
宏
で
あ
ろ
う
し
、『
字
觸
』

は
各
卷
中
で
概
ね
時
代
順
に
項
目
を
條
し
て
い
る
た
め
、『
字
觸
』
の
載
す
汪
龍
も
明
人
汪
龍
、
つ
ま
り
『
金
陵
瑣
事
』
の
汪
龍
と
同
一
人
物
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。『
字
觸
』
の
載
す
汪
龍
を
宋
人
と
爲
す
説
は
、『
字
觸
』
卷
二
の
「
寧
波
胡
宏
」
の
前
文
に
「
新
安
朱
安
國
善
相
字
。
紹
興
三
十
二
年
」
云
々

と
有
る
事
に
因
り
、
後
人
が
汪
龍
を
朱
安
國
と
同
郷
同
時
代
の
人
で
あ
る
と
誤
っ
た
可
能
性
が
有
る
。

（
十
三
）其
射
決
奇
中
、
不
可
悉
數
。
宋
謝
石
不
足
道
也
。

（
十
四
）亥
有
二
首
六
身
、
是
拆
字
之
權
輿
矣
。
漢
代
圖
讖
、
多
離
合
點
畫
。
至
宋
謝
石
輩
、
始
以
是
術
專
門
。

（
十
五
）「
亥
に
二
首
六
身
有
り
」
は
『
春
秋
左
氏
傳
』
襄
公
三
十
年
に
見
え
る
史
趙
の
語
。

（
十
六
）兩
書
の
説
に
つ
い
て
は
、
注
八
所
掲
拙
稿
に
擧
げ
た
た
め
、
本
稿
で
は
略
述
し
た
。

（
十
七
）都
人
益
共
神
之
、
而
不
知
其
竟
挾
何
術
也
。

（
十
八
）嘗
與
同
舍
生
孟
津
李
蔚
慶
之
論
及
此
。
予
謂
「
古
無
相
字
法
、
殆
是
挾
以
他
術
耶
。」
李
曰
「
不
然
。
此
龜
卜
之
餘
意
耳
。」

（
十
九
）謝
石
潤
夫
、
成
都
人
。
宣
和
間
至
京
師
、
以
相
字
言
人
禍
福
。
求
相
者
但
隨
意
書
一
字
、
即
就
其
字
離
析
而
言
、
無
不
奇
中
者
、
名
聞
九
重
。（『
春
渚

紀
聞
』
卷
二
、
雜
記
二
）
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（
二
十
）『
宋
史
』
卷
十
九
徽
宗
本
紀
一
、
即
位
後
改
元
前
の
元
符
三
年
四
月
丁
未
の
條
に
「
以
帝
生
日
、
爲
天
寧
節
。」
と
有
り
、
同
卷
一
百
一
十
二
禮
志
十
五

に
「
徽
宗
以
十
月
十
日
爲
天
寧
節
」
と
有
る
。

（
二
十
一
）恐
ら
く
大
分
角
張
っ
た
書
體
な
の
で
あ
ろ
う
。
曹
全
碑
や
雁
塔
聖
教
序
に
そ
う
解
釋
し
得
る
「
也
」
字
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
十
二
）趙
必
去
。
秦
必
留
。
日
者
君
象
。
趙
書
退
字
、人
去
日
遠
。
秦
書
人
字
密
附
日
下
、日
字
左
筆
下
連
、而
人
字
左
筆
斜
貫
之
、踪
跡
固
矣
。
欲
退
得
乎
。

（
二
十
三
）自
今
可
賀
矣
。
杭
字
於
文
離
合
之
、
有
兀
朮
字
。
且
杭
者
降
也
。
兀
朮
其
降
乎
。

（
二
十
四
）兩
字
と
も
上
古
音
か
ら
聲
母
は
一
致
す
る
が
、『
廣
韻
』
で
は
「
杭
」
は
下
平
聲
唐
韻
に
、「
降
」
は
上
平
聲
江
韻
に
屬
す
る
も
の
の
、『
中
原
音
韻
』

で
は
共
に
江
陽
韻
に
屬
し
て
い
る
。

（
二
十
五
）文
惠
公
爲
參
知
政
事
、
上
章
丐
去
。
未
諧
、
朱
訪
予
。
予
曰
「
用
書
信
中
字
可
占
否
。」
曰
「
可
。」
卽
指
書
中
去
字
使
觀
之
。
其
體
帶
草
。
朱
捧
玩

咨
嘆
曰
「
此
尊
官
、
已
是
貴
人
。
今
所
占
何
事
。」
予
曰
「
見
任
兩
府
、
方
力
求
去
。」
朱
曰
「
正
鑽
頭
出
天
上
、
將
位
冠
百
僚
。
無
庸
詢
休
逸
之
請
也
。」

後
兩
月
拜
相
。

（
二
十
六
）天
啓
初
、將
卜
相
。
南
樂
指
全
字
爲
占
。
仰
田
曰
「
全
字
從
人
從
王
、四
畫
、當
相
四
人
。」
問
其
姓
名
。
曰
「
全
字
省
三
畫
爲
土
、當
有
姓
帶
土
者
。

省
四
畫
爲
丁
、
當
有
姓
丁
者
。
省
兩
畫
縱
橫
爲
木
、
當
有
名
屬
木
者
。
以
所
省
之
文
全
歸
之
、
當
有
名
全
者
。」
南
樂
曰
「
木
非
林
尚
書
乎
。」
曰
「
獨
木

不
成
林
、
名
者
非
姓
也
。」
已
而
拜
莆
田
・
貴
池
・
元
城
・
涿
州
四
相
、
一
如
其
言
。

（
二
十
七
）魏
廣
微
は
、
天
啓
三
（
一
六
二
三
）
年
に
禮
部
尚
書
東
閣
大
學
士
に
拜
さ
れ
、
同
五
（
一
六
二
五
）
年
八
月
己
亥
に
罷
め
（『
明
史
』
卷
二
十
二
熹

宗
本
紀
）、
少
傅
兼
太
子
太
師
に
進
ん
で
い
る
（
同
卷
一
百
十
宰
輔
年
表
二
）。
こ
の
占
例
は
後
文
か
ら
も
天
啓
五
年
の
も
の
と
推
定
で
き
、
魏
廣
微
自
身

は
す
で
に
入
閣
し
て
い
た
も
の
の
、
當
時
は
魏
忠
賢
の
專
制
初
期
に
當
た
り
、
そ
の
後
の
入
閣
者
の
人
選
が
魏
忠
賢
の
近
親
者
で
あ
る
か
否
か
が
當
事
者

た
ち
に
と
っ
て
も
重
要
な
懸
念
事
項
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
十
八
）明
史
卷
二
十
二
熹
宗
本
紀
、
天
啓
五
年
八
月
戊
子
に
、「
禮
部
尚
書
周
如
磐
兼
東
閣
大
學
士
。
侍
郎
丁
紹
軾
・
黃
立
極
爲
禮
部
尚
書
、
少
詹
事
馮
銓

爲
禮
部
右
侍
郎
、並
兼
東
閣
大
學
士
、預
機
務
。」
と
有
り
、同
卷
一
百
十
宰
輔
年
表
二
に
見
え
る
天
啓
五
年
の
新
任
者
も
こ
の
四
人
の
み
で
あ
る
。
な
お
、

周
如
磐
は
、『
明
史
』
に
傳
が
無
い
が
、『
明
實
錄
』
熹
宗
實
錄
卷
六
十
八
、
天
啓
六
年
二
月
甲
申
の
條
に
「
太
子
太
保
禮
部
尚
書
兼
文
淵
閣
大
學
士
周
如
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磐
卒
。
如
磐
、
福
建
莆
田
縣
人
。
萬
曆
二
十
六
年
進
士
。」
云
々
と
有
る
。
丁
紹
軾
も
『
明
史
』
に
傳
が
無
い
が
、『
明
實
錄
』
熹
宗
實
錄
卷
七
十
天
啓
六

年
四
月
戊
戌
の
條
に
「
太
子
太
保
禮
部
尚
書
兼
文
淵
閣
大
學
士
丁
紹
軾
卒
。
紹
軾
、南
直
貴
池
人
。
萬
曆
丁
未
進
士
。」
云
々
と
有
る
。
黃
立
極
は
、『
明
史
』

卷
三
百
六
閹
黨
傳
に
「
黃
立
極
、
字
中
五
、
元
城
人
。
萬
曆
三
十
二
年
進
士
。」
云
々
と
有
る
。
馮
銓
は
後
に
清
に
も
仕
え
た
た
め
『
清
史
稿
』
に
立
傳

さ
れ
て
お
り
、
同
卷
二
百
四
十
五
馮
銓
傳
に
「
馮
銓
、
字
振
鷺
、
順
天
涿
州
人
。
明
萬
曆
進
士
。」
云
々
と
有
る
。

（
二
十
九
）南
樂
の
「
木
は
林
尚
書
に
非
ざ
る
か
」
と
い
う
問
い
は
、
天
啓
三
年
に
禮
部
尚
書
と
な
っ
て
い
た
林
堯

（『
明
史
』
卷
一
百
十
二
七
卿
年
表
二
）

を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
三
十
）晉
江
李
丱
、
與
奄
黨
吳
淳
夫
有
郗
、
指
吞
字
以
問
。
仰
田
曰
「
彼
勢
能
吞
汝
、
非
小
敵
也
。
從
天
從
口
、
非
其
人
吳
姓
乎
。」「
然
則
何
如
。」
曰
「
吳

以
口
爲
頭
、
彼
頭
已
落
地
矣
、
汝
何
憂
。」
逾
年
而
吳
伏
法
。

（
三
十
一
）『
明
史
』
卷
三
百
六
閹
黨
傳
に
「
淳
夫
、
晉
江
人
。
萬
曆
三
十
八
年
進
士
。」
云
々
と
有
る
。

（
三
十
二
）魏
奄
召
仰
田
問
數
。
仰
田
蓬
頭
突
鬢
、
踉
蹌
而
往
、
長
揖
就
坐
。
奄
指
囚
字
以
問
。
群
奄
列
侍
、
皆
愕
眙
失
色
。
仰
田
徐
應
曰
「
囚
字
國
中
一
人
也
。」

奄
大
喜
。
出
謂
人
曰
「
囚
則
誠
囚
也
、
吾
詭
詞
以
逃
死
耳
。」
之
白
門
。
奄
勢
益
熾
、

少
卿
密
扣
之
。
仰
田
晝
臥
屋
梁
下
、
梁
上
有
斷
綆
下
垂
。
仰
田

指
之
曰
「
如
此
矣
。」
未
幾
、
奄
果
自
縊
。

（
三
十
三
）
少
卿
は
、
天
啓
二
年
九
月
戊
戌
に
光
祿
寺
少
卿
と
な
っ
た

彥
（『
明
實
錄
』
熹
宗
實
錄
卷
二
十
六
）
で
あ
ろ
う
。

（
三
十
四
）魏
忠
賢
の
自
縊
以
前
に
南
京
に
避
難
し
た
鄭
仰
田
が
、
二
件
目
の
占
例
に
見
え
る
よ
う
に
、
吳
淳
夫
が
法
に
伏
す
前
年
（
一
六
二
八
）
に
李
丱
の
問

い
に
答
え
て
い
る
こ
と
に
は
矛
盾
が
生
じ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
周
亮
工
の
『
字
觸
』
が
載
せ
る
鄭
仰
田
の
占
例
に
據
れ
ば
、
鄭
仰
田
は
魏
忠
賢
の
自
縊

以
後
再
び
北
京
に
來
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
李
丱
を
占
っ
た
の
が
北
京
再
訪
時
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
書
鄭
仰
田
事
の
記
述
が
時
系
列
を
無
視
し
て
い
る
こ

と
が
よ
り
明
白
に
な
ろ
う
。
注
三
十
六
も
參
照
さ
れ
た
い
。

（
三
十
五
）三
例
中
、
一
件
目
と
二
件
目
の
例
に
つ
い
て
は
、
書
鄭
仰
田
事
と
同
じ
く
「
指
」
と
有
る
が
、
三
件
目
に
つ
い
て
は
、「
冩
」
と
有
る
。
錢
謙
益
と

周
亮
工
が
そ
れ
ぞ
れ
何
に
依
據
し
て
文
を
異
に
し
て
い
る
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
錢
謙
益
が
先
の
二
例
に
合
わ
せ
て
三
件
目
も
「
指
」
と
し
た
可
能
性
も

有
ろ
う
。
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（
三
十
六
）倪
元
璐
は
天
啓
二
年
の
進
士
。
號
は
鴻
寶
。『
明
史
』
卷
二
百
六
十
五
に
傳
有
り
。
本
傳
に
據
れ
ば
、
倪
元
璐
が
國
子
監
祭
酒
と
な
っ
た
の
は
崇
禎

八
（
一
六
三
五
）
年
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、鄭
仰
田
は
魏
忠
賢
の
累
が
及
ぶ
こ
と
を
避
け
て
南
京
に
避
難
し
た
後
、再
び
北
京
に
來
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
三
十
七
）顧
起
元
は
萬
曆
二
十
六
年
の
進
士
。
號
は
鄰
初
。『
客
座
贅
語
』等
の
著
が
有
る
。『
明
史
』に
傳
は
見
え
な
い
が
、中
華
書
局
元
明
史
料
筆
記
叢
刊『
客

座
贅
語
』
の
點
校
説
明
に
據
れ
ば
、
殿
試
は
一
甲
三
名
（
探
花
）、
官
は
國
子
監
祭
酒
・
吏
部
左
侍
郎
兼
翰
林
院
侍
讀
學
士
を
累
選
し
た
後
に
隱
棲
し
、

七
度
徵
召
さ
れ
て
も
應
じ
な
か
っ
た
と
い
う
。

（
三
十
八
）張
可
大
は
萬
曆
二
十
九
年
の
武
進
士
。
諡
號
は
莊
節
。『
明
史
』
卷
二
百
七
十
に
傳
有
り
。
本
傳
に
據
れ
ば
、
官
は
右
都
督
に
至
り
南
京
左
軍
都
督

府
に
異
動
す
る
前
に
、
崇
禎
四
（
一
六
三
一
）
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
、
孔
有
德
か
ら
登
州
を
守
り
、
殉
じ
た
。

（
三
十
九
）實
際
の
『
太
平
御
覽
』
は
、
卷
三
十
六
～
七
十
五
が
地
部
で
あ
り
、
卷
六
百
五
十
九
か
ら
道
部
が
始
ま
り
、
眞
人
・
天
仙
・
地
仙
等
の
小
目
は
有
る

も
の
の
、
神
仙
と
い
う
小
目
は
存
在
せ
ず
、『
字
觸
』
の
こ
の
占
例
に
見
え
る
卷
次
と
一
致
し
な
い
。
一
方
で
『
太
平
廣
記
』
は
卷
一
～
五
十
五
が
神
仙

部
で
あ
り
、
一
應
卷
次
は
一
致
す
る
。
恐
ら
く
傳
承
の
過
程
で
『
太
平
御
覽
』
と
『
太
平
廣
記
』
が
混
同
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
四
十
）字
は
明
德
、
山
陰
の
人
。
正
德
十
二
（
一
五
一
七
）
年
の
進
士
。（
四
庫
全
書
總
目
提
要
、『
易
學
四
同
八
卷
別
錄
四
卷
』
提
要
）

（
四
十
一
）一
名
觀
梅
數
。
本
題
曰
康
節
梅
花
數
、
故
附
邵
圖
之
後
。
梅
花
者
先
春
而
露
蓓
蕾
、
生
意
之
早
動
者
也
。
占
於
幾
動
之
初
、
思
慮
方
起
而
鬼
神
可
知

之
時
、
故
數
以
梅
花
名
焉
。

（
四
十
二
）有
先
天
之
數
未
得
卦
先
得
數
、
以
數
起
卦
、
故
曰
先
天
。
有
後
天
之
數
未
得
數
先
得
卦
、
以
卦
起
數
、
故
曰
後
天
。

（
四
十
三
）蓍
法
別
傳
內
篇
は
、『
易
學
四
同
別
錄
』
卷
三
に
輯
錄
さ
れ
た
篇
名
。

（
四
十
四
）「
先
天
之
數
」
謂
物
之
所
生
・
氣
之
所
置
・
事
之
所
遇
。
皆
有
年
月
日
時
、
年
以
子
年
起
一
數
、
年
有
十
二
月
則
以
正
月
起
一
數
、
月
有
三
十
日
則

以
初
一
起
一
數
、日
有
十
二
時
則
以
子
時
起
一
數
。
皆
隨
其
數
而
數
之
、以
分
八
卦
、如
一
爲
乾
二
爲
兌
而
八
則
爲
坤
也
。
除
八
之
外
則
用
畸
零
之
數
起
焉
。

年
月
日
之
數
爲
上
卦
、
年
月
日
加
時
之
數
爲
下
卦
、
合
年
月
日
時
之
數
以
六
除
之
、
餘
爲
動
爻
。
又
如
十
干
則
以
甲
起
一
數
、
十
二
支
則
以
子
起
一
數
。

所
聞
之
聲
則
以
字
句
之
多
寡
起
數
、
所
見
之
物
則
以
件
目
之
多
寡
起
數
而
爲
上
卦
、
以
所
値
之
時
數
配
作
下
卦
、
併
卦
數
時
數
總
除
取
爻
如
前
法
。
又
如

一
語
則
平
分
其
數
而
爲
上
下
卦
、
數
少
者
爲
上
卦
、
數
多
者
爲
下
卦
。
蓋
取
天
輕
清
地
重
濁
之
義
也
。
其
餘
或
驗
其
方
所
、
或
辨
其
物
聲
、
詳
其
所
屬
、
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皆
可
起
卦
、
察
其
悲
喜
、
斷
其
吉
凶
。
所
謂
「
未
得
卦
先
起
數
」
者
如
此
。
後
天
之
數
、
以
物
類
之
屬
八
卦
者
爲
上
卦
、
其
物
所
在
之
方
位
爲
下
卦
、
加

時
之
數
於
其
上
以
取
動
爻
。
物
類
如
乾
天
・
坤
地
、
乾
馬
・
坤
牛
之
類
、
詳
見
蓍
法
別
傳
內
篇
。
八
卦
萬
物
屬
類
。
所
謂
「
未
得
數
先
得
卦
」
者
如
此
。

先
天
斷
卦
吉
凶
、
止
以
卦
論
、
不
用
易
爻
之
辭
、
以
其
時
未
有
易
書
也
。
後
天
則
用
易
辭
兼
以
卦
斷
、
以
其
時
已
有
易
書
也
。

（
四
十
五
）康
熙
乙
未
（
一
七
一
五
）
年
の
自
序
が
有
る
。

（
四
十
六
）測
字
起
于
觀
梅
、
雖
易
數
中
小
技
、
然
有
奇
中
。
而
名
達
九
重
者
、
如
宋
謝
石
輩
、
自
不
多
。

（
四
十
七
）夫
先
天
者
已
露
之
機
、後
天
者
未
成
之
兆
也
。
先
天
則
有
事
始
占
一
事
之
吉
凶
、後
天
則
有
所
未
知
而
出
、倉
卒
之
頃
而
休
咎
驗
焉
。
故
先
天
爲
易
測
、

後
天
爲
難
測
也
。
先
天
則
有
執
著
而
成
卦
、後
天
觸
物
即
有
卦
、此
全
在
人
心
、神
之
所
用
也
。
其
能
推
測
之
精
・
所
用
之
活
則
無
一
事
一
物
莫
逃
之
數
矣
。

（
四
十
八
）若
見
物
形
、
當
詳
字
體
。
石
逄
皮
而
爲
破
、
人
傍
本
而
爲
体
。
笠
漂
水
畔
泣
字
分
明
、
火
入
林
中
焚
形
顯
見
。
三
女
有
陰
私
之
擾
、
三
牛
者
有
犇
走

之
憂
。
一
木
兩
火
者
榮
耀
之
光
、
一
水
四
魚
者
鰥
居
之
象
。
人
繼
牛
背
防
失
脱
、
人
言
犬
吠
憂
獄
囚
。
一
斗
入
空
門
鬭
爭
、
兩
絲
纏
白
木
樂
至
。
人
入
虛

門
者
則
爲
有
囚
、
兩
人
夾
木
者
所
待
必
來
。

（
四
十
九
）現
在
な
お
も
邵
雍
の
撰
と
し
て
傳
わ
る
『
梅
花
易
數
』
に
は
、「
字
占
」「
一
字
至
十
一
字
占
」「
復
明
寫
字
之
應
」
と
い
う
條
目
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。「
字
占
」「
一
字
至
十
一
字
占
」
は
字
數
や
畫
數
よ
り
卦
を
立
て
る
內
容
で
あ
り
、本
稿
に
見
た
『
梅
花
數
』
の
內
容
に
近
い
が
、「
復
明
寫
字
之
應
」

は
字
の
濃
淡
を
見
る
內
容
で
あ
り
、『
新
訂
指
明
心
法
』
に
近
い
。

（
五
十
）「
項
」
字
（
初
句
）
に
、「
工
」
無
く
（
二
句
）、「
八
」
何
在
（
三
句
）、「
自
」
刎
（
結
句
）
す
る
の
で
、「
一
」（
項
字
の
右
旁
の
初
画
）
に
な
る
。

（
五
十
一
）「
勝
」
字
（
初
句
）
に
、「
力
」
盡
き
（
二
句
）、「
八
」
踪
影
無
く
（
三
句
）、「
月
」
下
離
る
（
結
句
）
の
で
、「
夫
」
字
に
な
る
。

（
五
十
二
）『
虞
初
新
志
』
に
は
書
鄭
仰
田
事
の
他
に
、
卷
九
に
載
る
王
士
禎
の
皇
華
紀
聞
に
魏
莊
渠
が
砕
い
た
南
華
寺
六
祖
の
缽
の
破
片
の
文
字
が
「
委
鬼
」

で
あ
っ
た
事
、
卷
十
に
載
る
宋
犖
の
筠
廊
偶
筆
に
蔡
錫
が
海
に
沈
ん
だ
兵
卒
が
出
し
た
「
醋
」
字
か
ら
橋
の
工
期
を
「
八
月
廿
一
日
」
と
定
め
た
事
、
卷

十
五
に
載
る
洪
若
皋
の
乩
仙
記
に
殿
試
の
結
果
と
問
う
た
所
「
裏
」
字
が
書
さ
れ
、「
二
十
二
十
又
二
里
」
つ
ま
り
「
二
甲
四
十
二
名
」
で
及
第
し
た
事
、

卷
二
十
に
載
る
汪
價
の
三
儂
贅
人
廣
自
序
に
汪
價
と
李
雲
田
が
汴
市
に
て
「
錢
」「
賤
」
字
を
離
合
し
て
談
笑
し
た
事
等
、
離
合
析
字
の
例
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。


